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（午前９時５９分 開会） 

○嶋野浩一朗委員長 ただいまから文教

上下水道常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会記録署名委員は、村上委員

を指名いたします。 

 昨日に引き続き、認定第１号所管分の審

査を行います。それでは、質疑に入ります。 

 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 おはようございます。久

しぶりの文教上下水道常任委員会で、昔の

記憶をひも解きながら、二、三、質問をさ

せていただきたいと思います。 

 各課によって質問しますので、ページ数

は省かせていただきたいと思います。 

 昨日の質問でも、安藤委員からの質問が

ありました、働き方改革なんですけど、そ

ういう改革の法律、決め事ができて、それ

を押しつけられるというのは何ですけど、

教育現場というのは非常に特殊な場所だ

と思います。 

 そういう形で、働き方改革をやって、聞

くところによりますと、水曜日は一斉に退

校するという状況らしいんですけど、どこ

かでやっぱりしわ寄せが来る、特に管理職

の方々に関しては、そういう点では非常に

勤務時間がふえるんじゃないか、大変な状

況になるんではないかと非常に危惧する

わけでございます。 

 昨日の質問でも、何とか講師をふやして、

それを補うことを言われてましたが、もっ

とそういう点で現実ということを考えま

して、タイムカードを押した後に残ったり、

家に持ち帰って仕事をするということも

あると思いますので、もう一度その辺のこ

とを答弁をお願いしたいと思います。 

 次に、修学旅行の件なんですけど、私、

過去に修学旅行で深く質問させていただ

きました。 

 その中に、同じ業者が永年にわたって修

学旅行を独占する状況があった。それで、

その修学旅行だけではなくて、ＰＴＡの社

会見学、それからさまざまな学校行事に関

しての、全ての遠征のことを特定の一部の

業者がやっていたということがありまし

て、その点がちょっと公の組織としては考

えられない状況があったわけです。 

 それを何とか改善してほしいというこ

とで、私は、委員会等でいろいろ質問させ

ていただいて、ある一定の改善を図られた

と聞いておりますが、その辺のことをちょ

っとご答弁いただきたいと思います。 

 次に、学力向上に関してですけど、各校

で取り組みをされて、ちょっと先日もいろ

いろ資料をいただいたんですけど、その中

には、全国平均をちょっと上回った学校も

あるという。ただ、全体的に摂津市が安定

的にレベルが上がるということが一番の

目標だと思いますので、その辺に関して、

どのような取り組みをなされたのかとい

うことをお聞きしたいと思います。 

 それから、いじめ防止の件ですけど、こ

れは三好委員も質問されたと思います。昨

日も委員会が終わってからちょっと話に

なりました、神戸で教師同士のいじめがあ

ったと。これはもう耳を疑うような、目を

疑うような状況が発生したわけです。教師

同士がこんなことをやっていて、何が子ど

もに対していじめ防止やと。 

 子どもは、やっぱり大人の後姿を見て育

つわけです。我々が小さいときには、全然

知らない他人の大人でも、子どもの前でこ

んなことをしたらあかんやないかと言う

て、お互いにお互いをたしなめるようなシ

ーンがよくあったんですけど、本当に社会

の一つの大きな状況の変化というか、これ

が悪いほうの変化なんですけど、教師がこ
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ういう事態を発生させているわけです。 

 そのような社会の状況、これは特殊な例

だとは考えておるんですけど、しかし、い

じめに対して、昨日も質問があったんです

けど、より具体的に、積極的に防止すると

いう状況が必要だったと思いますので、そ

の点、もうちょっと掘り下げてご答弁いた

だきたいと思います。 

 それから、中学校の武道に関してなんで

すけれども、自分の剣道の生徒たちに、今

どのような状況だと聞いてみますと、非常

に危険な状況やと言っております。保護者

もそう言っておりますけど、とりあえず、

武道の中で一番けがの少ないのが剣道な

んです。一番少ないんやけど、その中で事

故が発生するというのは、子どもにはない

んですけど、まずアキレス腱を切るという

ことがよく大人にある。 

 次に、事故発生の原因は、竹刀の管理な

んです。防具の管理、それがおろそかにな

っている。あれは、やっぱり専門家じゃな

いとわからんこともたくさんあって、一番

問題なのが、あれは竹だから、それがささ

くれ立って、そのかけらが飛散するんです。

それが目に刺さったり、いろんな弊害が起

きるわけです。 

 これはドイツであった話ですけど、「先

皮」というのが竹刀にはあるんですけど、

それが突き抜けて目に刺さって即死され

たという例がドイツでありました。そうい

う点で、防具・竹刀の管理は、きちっと徹

底的に行われているのか。 

 それともう一つ、教え方が非常にまずい。

靴を履いて剣道の授業をさせているらし

いです。 

 剣道の授業というのは、当然室内でやる

ことが主なんですけど、はだしでやるとい

うのが原則で、はだしでやることによって

土踏まずが発達し、身体のさまざまな発達

が促されるわけであって、それは基本中の

基本なんですけど、そういうことがないが

しろにされているというようなことを、そ

れから教え方に関しても、我々専門家が教

えるような教え方とはかけ離れた教え方

をされていると聞いております。 

 この平成３０年度、どういう指導をされ

たのか、その辺をちょっと聞きたいと思い

ます。 

 次に、教員の指導力の向上について質問

したいと思います。 

 非常に若い先生方が入られて、若い先生

方が入られることは非常にいいことなん

ですけど、その先生方をしっかりと指導す

るベテランの教員が、しっかりと若い先生

方を導いていない、指導していないと聞き

まして、非常に暗中模索をしている若い先

生方がたくさんおられると。 

 指導主事が学校をいろいろ回って、その

辺のことはカバーされているとは思うん

ですけど、そういう状況、具体的に、例え

ば月に何回指導主事が行って、そういう指

導力に問題がある若い教師、ベテラン教師

も含めてですけど、どのような状況にあっ

たのかということをお聞きしたいと思い

ます。 

 それから、いつも僕は一つの課題として

質問させていただくんですけど、教育委員

会と学校の現場がちょっといろんな面で

乖離されているんじゃないかということ

です。 

 教育長にお聞きしたいんですけど、教育

現場に、例えば月なり、週なり、年なり、

何回ぐらい学校回りをされて、教育現場を

しっかりと見てチェックしておられるの

か、現場の教員と会話をしたり、問題点を

吸収するような作業をされたのか、ちょっ
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とお聞きしたいと思います。 

 一応、学校教育課はそういう感じでお願

いします。 

 それから次に、教育政策課、これについ

ては学校教育課もかかわってくると思う

んですけど、これも三好委員が質問されま

した、熱中症対策なんですけど、体育館と

か教室に対しての対策はするんですけど、

プールで水泳の授業のときに、水の中に入

っているときはいいんですけど、授業中に

熱中症対策がおろそかになっていないか、

それから、プールにシェードというか、カ

バーをして水温が上昇しないように配慮

されているのかどうか、そのことを聞きた

いと思います。 

 それから、安全対策について。 

 防災教育です。先日、台風１９号が来て、

全国的に河川の氾濫等で非常に災害が起

きたんですけど、当然地震ということを想

定しながらいろんな防災対策をしてます

けど、河川の氾濫はというと、淀川はそう

いう点で、しっかりしたスーパー堤防を築

かれているんですけど、安威川なんかは、

非常に危うい点が多々あるわけです。安威

川ダムがまだ完成していない状況なので、

いつ氾濫するかということもあると思い

ます。 

 そういう点で、台風なんかがあったとき

に、防災対策とか防災教室とかを盛んにや

るんですけど、熱が冷めるというか、月日

がたったときにも、防災教育がしっかりさ

れているのかどうか、その点を聞きたいと

思います。 

 それから、生涯学習課です。 

 こども会の話なんですけど、もう本当に

残念なことに、うちの鳥飼西小学校校区は、

地区体育祭が今年度で終わるということ

なんです。 

 それは、当然自治会等の加入率とか、自

治会自体の力も弱まってますけど、一番問

題なのが、こども会、育成会、そういう組

織が崩壊しつつあるということが非常に

大きな要因になっていることです。 

 これ、過去にも何回も質問させていただ

いて、ご答弁も必ず判で押したような感じ

で、その強化に向けて精いっぱい頑張りま

すという形をとりながら、同じような答弁

をいただいてますけど、しかし、現実はこ

ういうことになっているわけであって、そ

のことに関して、抜本的な改革ができるか

というのは、それは難しいことはよくわか

っています。 

 しかし、やっぱり費用的な面においても、

それからさまざまなこども会の行事に対

して支援する姿勢がやっぱり足りないと

いうことも多々あったんじゃないかと話

しているわけですけど、平成３０年度はど

ういう対応をされたのか、お聞きしたいと

思います。 

 以上、ちょっとお聞きたいと思います。 

○嶋野浩一朗委員長 それでは、答弁を求

めます。 

 まず、学校教育課に係るところからお願

いしたいと思います。 

 山根学校教育課参事。 

○山根学校教育課参事 働き方改革に関

することにご答弁申し上げます。 

 水曜日の一斉退校日の取り組みによっ

て、次の日に、例えばいつもより少し早く

来たりであるといった状況はお聞きして

おります。 

 この一斉退校日の趣旨としましては、週

に一度でも早く退校していただいて、心身

ともにリフレッシュをして、また次の日か

ら子どもに向き合っていただきたいとい

うことで取り組みをさせていただいてい
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るものでございます。 

 引き続き趣旨を理解していただき、取り

組みを進めてまいりたいと思っておりま

す。 

 また、管理職の勤務時間についてのお問

いでございます。 

 おっしゃっていただいたとおり、管理職

の働き方改革というところも大きな課題

だと捉えております。少しでも業務改善で

きるようにということで、スクールサポー

ター等、校長であったり、教頭の事務的な

作業については、スクールサポーターが担

当して時間軽減ができているということ

も聞いております。こちらも引き続き取り

組みを進めてまいりたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 河平学校教育課長。 

○河平学校教育課長 それでは、学校教育

課に係る内容についてご答弁申し上げま

す。 

 まず、修学旅行についてです。 

 これまで、渡辺委員からご指摘いただき

まして、修学旅行に係る適切な業者選定に

向けて、我々、学校を指導してまいりまし

た。 

 近年の修学旅行の業者についてですが、

平成３０年度実施分では、８者が選定され

ております。一番多く選定された業者は３

校あります。令和元年度については６者が

選定され、一番多くされた業者が５者とな

っております。各学校は、マニュアル等を

遵守し、３者以上の業者に仕様書を送付す

るなどして、適切に業者選定が行われてき

ているものだと考えております。 

 続いて、学力向上に係る内容です。 

 各学校は、摂津市の学校教育スタンダー

ドに則り、学力向上プランを各学校で作成

しております。そのプランをもとに、担当

者を中心に、組織的に学力向上の取り組み

を行っております。 

 例えば、家庭学習に係る内容や、反復学

習などの学力定着に係る内容を含め、授業

改善を中心とした学力向上の取り組みが

行われています。 

 また、そういった学力向上の取り組みの

好事例を担当者会、研修等を通じて市内に

広げておりまして、それが一定近年学校に

広がってきていると捉えております。 

 続いて、いじめ防止に係る内容について

です。 

 いじめの防止にかかわってですが、各学

校から、いじめについて月１回報告をいた

だいております。また、特に気になる事案

等については随時報告をいただき、その都

度、指導主事が管理職等に指導・助言を行

っているところです。 

 また、先日、ご答弁申し上げたように、

いじめの具体的事案については、教育委員

会定例会でも事案について報告を行って

おりまして、その中で教育委員の方々から

ご意見、ご指導いただきまして、その内容

も含め学校に返しており、いじめを未然に

防ぐことも含めて対策に努めているとこ

ろです。 

 続きまして、部活動に係る剣道の内容で

す。 

 剣道の授業については全中学校で実施

しております。各学校に竹刀・防具、４５

組程度を配付しまして、安全管理を含めて

指導が行われているところです。 

 先ほど、体育館シューズを履いて授業を

受けていたとのご質問がございました。学

校に対し聞き取り調査をいたしました。そ

ういう指導状況については、１件、報告さ

れています。詳細を聞きとると、その時に
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生徒がけがをしており、医者に聞いたとこ

ろ、靴を履くようにと指示があったことか

ら、合理的配慮として体育館シューズを履

かせてしまっていたと報告を聞いており

ます。 

 次に、防災教育に係る内容です。 

 各学校の防災教育の状況ですけれども、

各学校では、防災教育は避難訓練を中心に

各学校で行われております。また、防災教

育にかかわる研究授業、公開授業などを実

施し、その授業のあり方を研究していると

ころでもございます。 

 学校区によっては、中学校区で合同で公

開授業をするということで研修を行って

いる学校もあるという状況です。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 大﨑教育支援課長。 

○大﨑教育支援課長 教員の資質向上、指

導力向上のご質問にお答えいたします。 

 現在、摂津市の小・中学校では、ご指摘

いただきましたとおり、経験年数の浅い、

また年齢構成の若い３０代までの教員が

約７割を占めている現状は、依然変わって

ございません。それを受けまして、教育支

援課では、初任者をはじめとする経験年数

の浅い教職員の資質向上を図り、授業力や、

学級経営力、生徒指導力の向上を目指し、

昨年度で申しますと、４名の学校教育相談

員が学校訪問を通じて、直接指導にあたっ

ています。また、昨年度の実績では、１か

月平均にして約８０回の訪問回数でござ

いました。 

その中で、それぞれの状況に応じて定期的

な訪問に加えまして、例えば今、教員が学

級経営上悩んでいる状況がございました

ら、管理職と丁寧に情報を共有しながら、

学校教育相談員や指導主事等、各担当が連

携して学校に出向き、相談や支援にあたっ

ています。 

 加えて、各学校では学校全体でチームと

して、初任者をはじめとする教員の育成方

針を整え、日常的なＯＪＴの推進にも努め

ておりますので、その点につきましても管

理職を通じて、情報を共有しながら、学校

教育相談員や教育主事等が相談や支援に

応じています。 

また、初任者にかかわらず、さまざまな課

題に即した指導主事等の学校訪問の支援

でございますが、一昨年度、平成２９年度

の２月までの数字で申しますと、小学校で

は２２４回、中学校では１３２回、各担当

がそれぞれの分野でのかかわりを持って

学校の支援に当たっているところでござ

います。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 では、熱中症のこと

につきまして、松田教育政策課長。 

○松田教育政策課長 平成３０年度につ

きましては、経口補水液（ＯＳ－１）を例

年よりも早く、配布量も多くして配布させ

ていただきました。 

 また、プールにつきましては、昨年度、

例年にない猛暑でございまして、昨年度中

には対応ができなかったんですが、それを

受けまして本年度に、昨日お話のありまし

たＷＢＧＴ測定器を購入させていただい

ております。 

 また、簡易テントを、比較的立てやすい、

先生方の負担にならないテントを各校２

張ずつ購入させていただいております。 

 プールの通路に関してですが、シェード

を張るというのがいいとは思うんですけ

れども、ちょっと工事の関係上、建築法等

も係りまして、かなり大型な改修工事が必

要ということが分かりました。熱中症対策

の国の委託事業で作成された冊子などに、
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水に直接シートのようなものをかける例

がございましたので、業者等に問い合わせ

をさせていただきました。 

 しかしながら、現在、低温を保つための

ものが商品としてないという回答をいた

だきました。現在出ていますのは、逆に高

温でございまして、温水プール等にかける

ものというのは商品で出ているんですけ

れども、今、水温を低く保つためのものは

ないという回答でございました。 

 こちらにつきましては、プール問題は、

かなり大変な状況であると思っておりま

す。次年度につきましても検討してまいり

たいと存じております。 

○嶋野浩一朗委員長 では、こども会のこ

とにつきまして、早川部参事。 

○早川教育総務部参事 それでは、こども

会についてご答弁させていただきます。 

 こども会の加入促進については、平成３

０年度広報でのＰＲ、市のホームページに

摂津市内こども会一覧というページを作

成して、了承を得たこども会の活動範囲や

連絡先等を掲載することで、加入促進を図

っております。 

 また、育成者が減少していることから、

育成者の研修会ということで、平成３０年

度は３回研修を行っております。 

 取り組みとしては、以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 教育長の答弁に行

く前に、河平学校教育課長、剣道の竹刀と

防具の管理が適切に行われているのかと

いう質問がありましたので、その点だけお

願いできますか。 

 河平学校教育課長。 

○河平学校教育課長 防具の管理につい

てですが、こちらは、各学校、体育館の倉

庫に別途スペースを設け、置いて管理して

います。 

 剣道は、各校大体２学期の中ごろから行

われますが、その実施前に教科担当教員に

よる確認と授業の前と終わった後の、生徒

も含めた目視による確認で点検・管理を

しているところです。 

○嶋野浩一朗委員長 箸尾谷教育長。 

○箸尾谷教育長 教育委員会と学校との

情報交換ということで、私がどれだけ学校

のことを知っているかというご質問かな

と思うんですけれども、私が学校のほうに

行かせていただいているのは、まず学校訪

問ということで、教育委員とともに毎年、

全保育所、幼稚園、小学校、中学校、２１

になるかと思うんですけど、それを回って

おります。 

 学校園所の授業見学とか、子どもたちの

様子などを見せていただいた後に、昔は管

理職だけだったらしいんですけど、今は管

理職以外に学力向上の担当の教員である

とか、首席であるとか、あるいは学校によ

っては養護教員、あるいは校務員なんかに

も参加していただいて、意見交換を全ての

学校でさせていただいております。 

 それから、それ以外にも、今、小学校、

中学校ですけれども、全校で毎年研究発表

大会を実施するようになりました。 

 それ全てに行けてるわけではないんで

すけれども、４校から５校になるかなと思

いますけれども、実際授業を見せていただ

いた後に、研究協議といって、授業後に参

観に来られたほかの学校の先生方と授業

者がその授業の内容について話し合う機

会があるんですけど、そこにも参加させて

いただいて、時には、私も発言もさせてい

ただいております。 

 またそれ以外に、学校へ行くわけではな

いんですけど、学校の情報ということで言

うならば、学力向上ヒアリングというのを、
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実は今も期間なんですけれども、これは小

学校、中学校だけですけれども、１校当た

り１時間取りまして、管理職、それから学

力向上担当者の教員に来ていただいて、そ

れぞれの学校の全国学力学習状況調査や、

あるいは市の学力定着度調査の結果なん

かを示していただきながら、課題でありま

すとか、それに対する対策、そして結果ど

うだったのかといったことを報告してい

ただいた後に、こちらからいろいろ質問さ

せていただいて、それぞれの学校の取り組

みにアドバイスをさせていただいており

ます。 

 その中で、先ほどちょっと委員からもあ

りましたけど、教員のいじめの問題という

のもありますので、学力向上とは関係ない

んですけれども、それぞれの学校でどうい

う状況なんかも追加で聞かせていただい

たりもしております。 

 それと、あと、２月、３月に、今学校長

には、学校経営計画というのをつくってい

ただいておりまして、各学校で１年間取り

組んできた結果を参考に、次年度どうする

のかということを考えていただいて、各校

長が次年度の学校経営計画をつくる、そし

て、それを学校協議会にお示しして、ご意

見をいただいて、そして手直ししたものを

成案として、でき上がった学校経営計画を

教育委員の前で、私プラス４名の教育委員

がおりますけれども、５名の前でプレゼン

をしていただいております。校長みずから

次年度の学校経営計画についてプレゼン

をしていただいて、その後、教育委員から

の質疑に答えていただく、そういった形で、

私としては、それぞれの学校の取り組み、

あるいは状況について把握をしておると

ころでございます。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 まず、働き方改革なんで

すけど、いろいろスクールサポーターを配

置したということを言っておられたんで

すけど、現実問題として、このスクールサ

ポーターを配置されても全く状況が変わ

らないという結果を、私の調査の中で得ら

れたわけです。 

 実際、決まり事があるから何とかこれを

クリアせなあかんという形は、当然皆さん

苦慮されておると思うんですけれども、ず

っとこれから質問の中に織り込んでいく

つもりでおるんですけれども、現場のさま

ざまな声を本当に聞いているのかという

ことを、私は非常に危惧するわけです。 

 そのことをしっかりと認識して、どうい

う問題が起きて、具体的にどういう対処を

するかということを、もっと真摯に教育委

員会自体が学校現場から意見を吸い取る

ことが必要じゃないかと、そのように思う

わけです。 

 当然働き方改革でそれぞれの働いてい

る教員の負担を軽減しようという大きな

目標のもとに改革がなされていると思う

んですけれども、現実は、今言ったように、

学校で残した仕事を家に持って帰ってせ

ないかん、それから、管理職はやっぱりそ

の辺のできない仕事を全て引き受けてや

らなあかんということが現実にあったわ

けですから、そういうことに関して、より

具体的にどこまで知っているのか、ちょっ

とその辺も担当からお聞きしたいと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 それから、修学旅行の件ですけど、一応

今ご答弁された中には、適正にやっている

と聞いてるんですけど、僕が当時の文教常

任委員会におるときに、学校ごとでどうい
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う対処の仕方をしているのかということ

で、書類にして出してほしいということを

言うたんです。 

 そのときに大きな事件が起きたんです

よ。捏造されておったんです、その文書が。

ＰＴＡとか、その辺の意見をしっかりと聞

いてやっていくということがその書類の

中にあったんですけど、全くＰＴＡとコミ

ュニケーションをやっていない状況で、そ

のような報告受けて、そのとき、私非常に

激怒して委員会をとめた覚えがあるんで

す。現在は、そういう形で書類等で業者の

あり方、選定の仕方、また、修学旅行の目

的地の選定、そういうことをしっかりやっ

ているのか、そのことを再度ご答弁をお願

いしたいと思います。 

 それから次に、学力向上なんですけど、

なかなかこれは一概にすぐに効力があら

われるとはならないと思います。どこかの

学校がすごく優秀という言い方はよくな

いんですけど、平均値以上の状況を得て、

それを目標に各学校がそこで力を合わせ

てやっていくという姿が全体的な平均を

上げるということになるとは思うんです

けど、ただ、言うたように、全体的な平均

を上げるには相当時間がかかる、しかし、

それをやっていかんことには、全ての成績

において、せめても大阪府の平均ぐらいま

で上げてもらわんことには、これは文教上

下水道常任委員会とはちょっとかけ離れ

ますけど、さまざまな町の若い世代を呼び

込むということは、なかなかできなくなる。 

 そういう面で、学校の位置づけというの

は、学校の成績とか、レベルというのは、

やっぱり物すごく、ある意味まちづくりに

は大切な位置づけなんです。 

 そういう面からしましても、非常に保護

者の協力も必要。いつも言うんですけど、

やっぱり三位一体ということです。教師と

生徒と、それから保護者が一つになって、

目的に向かっていくという姿勢が非常に

必要ではないかと思います。 

 そういう点で、保護者に対して、成績向

上に関しての働きかけやら協力を得るこ

とが必要ですが、そのことに関してどうい

うふうに努力されているのか、ちょっとお

聞きしたいと思います。 

 それから、いじめ対策ですけど、吹田市

でちょっとそういういじめ事件が発生し

ましたよね。摂津市でも、職員がしっかり

アンテナを張って各学校と連携してやっ

ておられるとは思います。今いじめの問題

は非常にデリケートな問題です。 

 ただ、ちょっと危惧されるのは、障害者

の方々がおられますよね。その障害者に対

してのいじめが発生しているんじゃない

かと、ちょっと情報を受けたんです。 

 そのことに関して、健常者と障害者の子

どもたちの間において、どういう指導の仕

方をしているのか、ちょっとその辺もお聞

きしたいと思います。 

 それから、中学校の武道ですけれども、

今言うたように、竹刀とか防具の点検とい

うのは、本当に、ある意味専門家が見ない

となかなかわからんということがたくさ

んある。我々も、けいこの合間には竹刀の

点検ということを絶えずしながら、慎重に

やっていっても、やっぱりそこで何らかの

事故が生じたりするわけです。 

 これ、専門的なことになるから余り言い

ませんけど、今の保管の仕方では、すごく

劣化が進む状況です。竹刀や防具の劣化が

進みます。そういう点もしっかりとアドバ

イスを聞いてやらなあかんのやけど、専門

的な講師として、大阪教育大学の太田教授

が、毎年そういう形で先生方の指導をされ
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ておられましたよね。昨年度は、来られな

かったとお聞きしました。 

 絶えずコンスタントにそういう指導を

することがやっぱり必要であって、これ武

道ですから、間違ったことを教えられたら、

とんでもない結果につながっていく危惧

があるんです。 

 そういう点で、物すごく安易に物事を考

えてはるんじゃないかと思いますし、また、

靴を履かすというのは、これ何かみんなに

靴を履かしたと私は聞いております、けが

した子どもだけじゃなくて。間違ったこと

で成績をつけられて、採点されるというこ

とは、剣道やっとる子どもたちにとっては、

我慢できない状況です。 

 そういう点で、もう一度きちっと武道の

授業の見直しを点検する必要があると思

うんですけど、その点のご答弁をしっかり

ともっともっと具体的に、どういうチェッ

クの仕方をされたのか、ご答弁いただきた

いと思います。 

 それから、先ほど教育長からご答弁いた

だいたんですけど、いろいろ仰々しく物事

が展開されているということがよくわか

りました、教育長。 

 しかし、前任者の話をするのは何ですけ

ど、前任者は教員じゃなかったから、学校

現場を知ろうとして頻繁に学校へ行って

おられたと思います。 

 教育長は教育者であるから、その辺のこ

とは、余り学校現場に行ったら、先生方が

嫌がるという懸念もあってちょっと控え

てはるとは思うんですけど、ただ、仰々し

く行くんじゃなくて、若い先生方は暗中模

索しながら授業をやって、先輩が後輩の面

倒をしっかりと見るような体制がとられ

ていない状況とお聞きしましたので、そう

いう点で、教育長自身が教育現場に行って、

その現状を知ったり、それから若い先生方

の意見を、胸襟を開いて聞くような場を設

けて、それを受けとめるという姿勢が必要

じゃないかと。 

 ただ、ピラミッドの頂点に立つのが教育

長じゃない、そのことは教育長もよく認識

されていると思う。 

 その点が全てにつながっていくと思う

んですよ。成績向上もそうですし、学校が

積極的に子どもたちに対してさまざまな

ことを望む、また、さまざまな目的意識を

持たすということは、やっぱり先生が発奮

してやっていかなあかん、そういう教育長

としての起爆剤が必要じゃないかと思う

んですよ。教育長が働きかけることによっ

て若い先生方を指導する立場のベテラン

には喝を入れなあかん。何で後輩の面倒を

見ないのか、自分らもそういうふうにして

もらったじゃないか、先輩にきちっといろ

んな面でアドバイスを受けながらやった

やないか。だから、君たちは、後は後輩を

しっかり見なあかんのやという雰囲気を、

あなた自身がしっかりと先頭に立って指

導することが必要じゃないかと、私は思う

んです。 

 その点から、仰々しいことは別にして教

育長がやっておられるのかどうか。その辺

のことを、しっかりもう一遍ご答弁をお願

いしたいと思います。 

 それから、熱中症対策ですけど、本当に

体育館の件は、安藤委員がおっしゃってま

したよね、あそこが一つの教室としたら、

教室にクーラーをということで今いろい

ろやってますけど、当然空調設備は体育館

にも必要じゃないかと思いますし、昨日も

ちらっと言うとったように、あそこは蚊と

か、そういう病虫害があるんです。 

 そういう面で、今後空調ということも踏
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まえて、体育館の対応もしっかりやってい

ただきたい。 

 それと、プールなんですけど、テント２

張じゃあ、応急処置でちょっと気分が悪く

なった人をそこにということになるか知

らんけど、本当に子どもたちが直接日光を

浴びるところですから、やっぱりそういう

点のテントももっともっとふやして、それ

から、びっくりしましたけどプールの水を

一遍入れかえたら４０万円ぐらい要るん

ですよね。それで、ミスして栓を抜いて水

がなくなったりしたら、学校が負担せなあ

かんのですよね、学校が負担というより、

守口市で私の後輩が校長先生をやっとっ

たときに、校長先生と教頭先生で水が抜け

た支払いをさせられたということをえら

い言われてましたけど、相当お金が要るこ

とは事実なんです。 

 しかし、やっぱりプールやから大丈夫や

という考え方じゃなくて、プールが直接肌

に感じるわけですから、その辺のことをし

っかり対応していただいて、お金の問題も

あるかもしれませんけれども、子どもたち

の健康とか、そういうことを考えましたら、

その辺はしっかりとやっていく必要があ

るんじゃないかと。これは要望にしておき

ますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 クーラーの件も、要望にしておきます。 

 それから、安全対策なんですけど、全校

挙げてやっているとなってるんですけど、

例えば地震対策でヘルメットをかぶって

校庭に行くという訓練は、私は見たことあ

るんですけど、水害に関しては、川が決壊

したときの訓練は果たしてやっているの

かどうか、その辺をもう一度ご答弁いただ

きたいと思います。 

 それから、安全対策でもう一つ言い忘れ

たんですけど、吹田市で交番が襲われて警

察官が刺されたという事件がありました

よね。今、ちょっと予想だにできない危険

なこともあるわけです。ちょっと錯乱した

方による事件というのは多々起きてるわ

けであって、そういう形で、各学校でそれ

なりに安全対策はされていると思うんで

す。済みません、委員長、これまだ質問し

てなかったので、追加で。安全対策をなさ

れていると思うんですけど、その点も、ち

ょっと一遍どういう対策をされているの

か。 

 それと、こども会に関して、そういうこ

とは従前からやっていたんです。やってい

たけど、どんどんどんどん衰退していく。

何かそこで、例えばこども会の方々を集め

て、あなた方が行政として入って、そこで

どういう支援をすればいいのかというご

意見は聞いてはりますか。 

 だから、今答弁されたようなことだけや

ったら、衰退してきているわけじゃないで

すか。その点、生の声をしっかりと行政が

聞いて、それに対して行政がどういうこと

をできるか考える必要があるんじゃない

か。 

 これは、永年にわたって私はいろいろ危

惧して、私も育成会に入って、鳥飼西小学

校区の会長もやりました。そういう危険や

ということは、ずっと当時の文教常任委員

会におるときから警鐘を鳴らし続けてき

とるのに、現状こういうことやから、非常

に私は残念やと思うんですわ。ご答弁をも

う一遍お願いしたい。 

 それから、成人祭なんですけど、これも

文教上下水道常任委員会と直接関係ない

んですけど、シティーＰＲに物すごくつな

がることやと、私は思うんです。成人祭を

いろいろ工夫してやるということは、これ
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は非常に価値のある話なんです。 

 例えば、私の大学の後輩の、枚方市では

ひらかたパークのほうで成人祭をやった

り、いろいろやってますよね。 

 そういう形で、さまざまな若者に対して、

喜ばせるという意味もあるんやけど、しか

し、成人祭に来てよかったなという思いを、

単に同窓会だけじゃなくて、そういう式典

だけじゃなくて、何かそういうインパクト

を与えることが必要ではないかと思いま

す。 

 今、博報堂の方が摂津市に嘱託みたいな

形で来られているんですよね。ああいう方

っていうのはＰＲの専門家で、シティーＰ

Ｒもそれをいろいろ参考にしながらやる

という形を言うておられましたけど、ああ

いう方々の意見を聞きながら、何か今後に

つながる成人祭がないのか。当然同窓会と

か、そういう形で昔の懐かしい友達に会え

るのはそうなんですけど、そこで非常にイ

ンパクトを与えて、このまちを愛する、そ

ういう気持ちを起こさせるような成人祭

にすべきじゃないかと思います。 

 その点、ちょっとだけお考えを。要望が

ほとんどなんですけど、お考えがあったら、

お聞かせ願いたいと思います。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 渡辺委員、１回目で、

指導力の方法で、経験の浅い教師への指導

のことについて質問されておられました

けど、これ２回目、教育長の答弁を包括的

にと考えてよろしいですか。 

○渡辺慎吾委員 はい、それでお願いしま

す。それも含めて答弁をお願いしたいと思

います。 

○嶋野浩一朗委員長 わかりました。 

 それでは、２問目答弁をお願いします。 

 山根学校教育課参事。 

○山根学校教育課参事 働き方改革に関

するご質問に、ご答弁申し上げます。 

 学校の状況の把握でございますが、定期

的に学校を訪問してのヒアリングであっ

たり、校長、教頭と話をする機会にお話を

お聞きするという形で把握しておるつも

りでございます。 

 しかし、ご指摘いただきましたとおり、

今後につきましては一層管理職と学校の

状況など、特に課題の点を中心に共有を進

めていくようにしてまいりたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 河平学校教育課長。 

○河平学校教育課長 それでは、学校教育

課よりご答弁申し上げます。 

 まず、修学旅行についてです。 

 修学旅行のＰＴＡの方の意見等を踏ま

えた修学旅行の行き先や業者選定につい

ては、ＰＴＡ代表の方に参加をいただき実

施している学校がございます。 

 ただ、先ほどご指摘いただいたように、

全校ではＰＴＡの方が参加されている状

況にはございませんので、学校に保護者の

声をしっかり聞くようにと指導してまい

りたいと考えております。 

 続いて、学力向上にかかわってですが、

委員がご指摘のように、地域の連携、保護

者との連携・協力というのは、本当に必要

であるなと我々も考えております。 

 保護者への協力への促しにつきまして

は、例えば、多くの学校で進んできていま

す家庭学習習慣をつける取り組みで、「家

庭学習ウイーク」というものがありますが、

その実施の際に保護者に趣旨、内容とかを

伝え、保護者の理解を求め、協力してやっ

ていただいているところでございます。 

 また、学力調査等の分析結果などを、例
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えば学校だよりなどにつけてお伝えした

り、別途文書をつくり学校の学力状況取り

組みをお伝えする中で、保護者との連携を

お願いしているところでございます。 

 続いて、いじめ事案にかかわる内容です。 

 いじめ事案については、残念ながら確か

にございます。例えば発達に課題があり、

配慮を要する子どもに対するいじめの事

案も発生しております。 

 経験年数が少ない教職員については、支

援や配慮のあり方、指導方法などの理解に

ついて、まだまだ弱いと捉えておりますの

で、発達の課題の理解や支援のあり方につ

いての研修などを実施し、教職員の力量を

高め、子どもたちに対しても日々の障害者

理解教育や、集団づくりを進めるなどして、

そういった配慮を要する子どもたちに対

するいじめ事案を未然に防止していきた

いと考えております。 

 続いて、剣道に係る内容です。 

 専門家の方に来ていただいて行う剣道

の研修ですが、平成３０年度も継続して実

施しております。 

 ただ、管理については、専門的な管理の

仕方は、確かに十分にできていなかっただ

ろうと捉えております。気になる部分や、

故障があるところの修繕や買いかえにつ

いては、各学校には努めるようにと伝えて

はいるのですけれども、管理方法について

は、より丁寧にできるように指導していき

たいと思います。また、専門家の方の意見

とかも聞けるように、何らか考えていきた

いと思っております。 

 続いて、防災についてです。 

 水害にかかわることで、どのようなこと

をしているのかということですが、まず、

例えば鳥飼地区のある学校では、水害に係

る避難訓練ということで、屋上に避難をし

ております。例えば、淀川が決壊すると、

２階までは浸水してしまって、３階までか

かるかもしれないという状況が考えられ

ますので、屋上にとか、４階の教室にとい

う避難訓練をしているとのことです。 

 また、吹田市の事案等を受けて、安全対

策についてですけれども、各校、不審者の

侵入にかかわる避難訓練なども行ってお

ります。また、教職員の研修も警察と連携

して行っております。 

 また、これまで避難訓練というと、時間

があらかじめ設定されており、子どもも、

教員もわかっている状況で実施されてい

ました。あえて開始時刻を知らせずに行っ

たり、休み時間、昼休みも想定して実施す

るなどして、臨機応変に、対応できるよう

に企画をいろいろ考えて、各学校では避難

訓練等を行っているところです。 

○嶋野浩一朗委員長 早川部参事。 

○早川教育総務部参事 それでは、こども

会の加入についてご答弁させていただき

ます。 

 こども会の事業等には参加させていた

だいておりましたが、ご意見等はやはり聞

いていないところでございます。 

 今後については、ご意見を聞いて、今後

の加入について努力してまいりたいと考

えております。 

 成人祭についてでございますが、委員か

らご指摘がありましたように、派手ではな

いということで、今年度、芸能人及びご紹

介いただいた方が、成人祭に参加できるか

どうかという調査させていただいたんで

すが、なかなかいい状況ではございません。

来年度に向けて成人祭がいいようになる

ように、ご指摘の博報堂等のご意見を参考

に取り組んでまいります。 

○嶋野浩一朗委員長 箸尾谷教育長。 



- 14 - 

 

○箸尾谷教育長 ご質問にお答えします。 

 ご指摘のように、今、学校の教諭は非常

に若くなりました。平均年齢３５歳ぐらい

だったかなと思います。ある中学校では、

学年３クラス３学年ですから全部で９ク

ラス、この９クラスの担任が全員２８歳以

下だという年もございました。それほど若

手の先生がふえている。そんな中で、ご指

摘のように、若手の先生が大変悩まれてい

る現状はあるのかなと感じています。 

 私どもも、先ほど報告がありましたけれ

ども、いじめ等の問題行動について教育委

員会でも報告を受けておりますけれども、

それなんかを見てましても、若い担任の先

生が最初の対応をうまくやらなくて問題

が大きくなったという例も聞いておりま

す。 

 それから、また、先ほどありました働き

方改革で超過勤務がふえているという問

題があるんですけれども、若手の先生がや

っぱり自分の事務仕事が済んだ後で、集ま

って情報交換というか、それぞれが悩み事

を出して相談するみたいなことで、帰宅が

遅くなっていることもあるのかなとも思

っています。 

 そういうことで、若い先生が悩んでおら

れるという現状は、私どもも把握しており

ますし、また、ご指摘のベテランの先生方

も、以前は一定きちんと指導されていたん

だけれども、やはりいろいろな変化があっ

て、家庭の変化、あるいは保護者の価値観

の多様化等があって、やっぱりベテランの

先生が以前していた指導では通用しなく

なってきているというような中で、ベテラ

ンの先生としても悩んでおられるような

事例も多いかなと思っております。 

 そんな中で、教育委員会としては、以前

からメンター、メンティということで、一

定経験のある先生が若い先生と一緒にな

って取り組んでいくという、指導をしてお

りますけれども、委員は、もっと教育長が

行って、言葉をかりれば、教育長の背中で

物語ってこいよというご指摘やと思うん

です。 

 これも委員がおっしゃっていただきま

したように、私は以前教員をしていた関係

で、余り教育長が行くと委縮してしまうと

いうのが現場にあるのは事実ですので、そ

の辺は配慮してますけれども、やっぱり今

おっしゃっていただいたように、今後はも

う少し決まったときに訪問するだけじゃ

なくて、それ以外のときにも訪問する機会

をふやしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 働き方改革に関しては、

安藤委員もおっしゃいましたけど、人的配

置が一番必要じゃないかと思います。 

 決まった枠の中で、それに対していろん

な改革をされるということは、どこかが抜

けたら、どこかがしわ寄せを受けるという

ような状況は、同じ枠の中でやっとったら、

そういうことになるわけですから、そうい

う点でサポートする方々もそうですし、退

職しはった校長先生方を、言葉は悪いんで

すけど、うまいこと活用させていただいて、

そういう形で一丸となってやることが必

要じゃないかと思います。 

 だから、その点は十分検討して、先ほど

教育長の話にもありましたように、今、個

々の先生方の負担が非常に多い状況の中

で、本当に生の声を聞きながらサポートす

るということをやっていく必要があるん

じゃないかと思いますので、その点は強く

要望しておきます。 

 それから、次に修学旅行の件なんですけ
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ど、３年間やったら業者を変えなあかんと

いうシステムをつくってはるみたいです

けど、それやったら３年間はいいのかとい

うことなんですよ。一つの業者が修学旅行

を取ったら、３年間は永続して仕事ができ

ると思っている状況があるということな

んです。教師の中でも、３年間は別に選ば

んでええんじゃないかという風潮で修学

旅行の業者が選ばれているんじゃないか

というふうに思います。 

 僕が一番危惧しているのは、例えば前回

のときには、全ての面において一者が独占

しておった。その中で、大阪府のどこかの

市の校長先生がある業者と密接な関係に

あって、その先生が確か家族旅行をその業

者にお願いしとったという話なんですよ

ね。それが現実に起きるんではないかとい

うことで、私はこれを委員会でいろいろ質

問させていただいたんです。 

 教育委員会以外の、学校現場以外の行政

だったら、考えられへんことです。一者が

全部独占するとか、全ての面においてその

業者が全部やるのは、行政のほかの部門で

は、そういうことは考えられへんわけでし

ょう、当然ね。そういうことが行われてい

たから、教師の方々というのは、そういう

点でちょっと脇が甘いんじゃないかと危

惧したわけです。 

 その業者のホームページを見とったら、

私の会社は摂津市の仕事をしていますと、

堂々とその業者がホームページに載せと

った。そういう状況が非常に危険やという

ことで、私は指摘させていただいたんです。 

 それから、聞くところによりますと、昔

は伊勢とか、その辺を修学旅行先にしとっ

たということなんですけど、それを平和教

育ということで、えらい力を入れて、やっ

ぱり広島市に行っている。それはそれで、

私は平和教育は必要だと思いますけど、た

だ、そういう点で、言葉には力を入れて平

和教育と言いながら、全て業者任せやから、

結局結果的には楽やから頼んでいるとい

う状況を生み出しとったわけです。そうい

うことが業者と現場の先生方との癒着と

いうことで、非常に私は危惧したんです。 

 結局、そういうシステムを導入されたけ

ど、しかし、またそのような状況に戻って

しまうんじゃないかと、私はこれも危惧し

とるわけです。 

 思い入れがあって、授業の一環として修

学旅行をするんやったら、これはさっきの

働き方改革と逆行するかもしれんけど、そ

んだけの思い入れがあるんやったら、しっ

かりと修学旅行の内容を構築して、それが

本当の意味での平和教育になるのか、しか

し、広島市だけ違うぞ、大阪府にも大空襲

があって、その記念館もあるやないかとか、

この周辺でも、さまざまな戦争にかかわる

ような事例があるんじゃないか、そういう

ことをしっかりと子どもたちに教えなあ

かんという中での平和教育を、そこで議論

しながら、吟味しながら、そういう修学旅

行の選定をするんやったら、私は何も言い

ません。 

 ただ、結果的には、楽して修学旅行を仰

々しくやるんやったら、ちょっと間違いじ

ゃないかと私は思うわけです。 

 保護者の意見をやっぱりしっかり聞く、

子どもたちの意見を聞く、これやったらＵ

ＳＪやディズニーランドに連れていくこ

とになるかもしれんけど、しかし、そうい

う点できちっと修学旅行の意味合いの大

切さを議論しながらその場所を選び、そし

てそれに一番ふさわしく、価格的なことも

ありますけど、一番ふさわしい業者を努力

しながら選定するというシステムが必要
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じゃないかと私は思うわけです。 

 その点、ちょっと、私の意図が伝わって

ないかもしれないから、考え方を言わせて

もらいましたけど、河平課長、ちょっとご

答弁をお願いしたいと思います。 

 それから、学力向上なんですけど、単に

付け焼き刃的なことをやっても、これは、

学力は向上しないと私は思います。 

 やっぱりそこには、指導力不足もあるか

もしれませんけれども、先生方が情熱を持

って、そして一体となって学力向上すると

いう状況に向かっていく必要があると思

います。 

 実際、私自身の事例をちょっとお話しし

ますと、私は、岡山市の中学校を出ました。

そのとき、岡山市は大体５０校ぐらいの中

学校があったと思います。その中で、うち

の中学校は下から２番目やったんです。 

 それで、ある先生が、このままでいいの

かと我々生徒に問いかけたんです。おまえ

らこのままで、下から２番目でいいのか。

そして、このことに関して、君たちはそう

いう雪辱をこれからずっと我慢できるの

かという奮起を、ある先生が言うんです。

それに校長先生が賛同して、学校全体的に

すごく教育に関して熱を入れたんです。 

 これは、ええか悪いかは別にして、７０

点以下は、こんなムチでお尻をぱちんとた

たかれるんです。これ、今はあきまへんで。

でも、そういう形で、みんな１００点取れ

とは言わない、７０点取ろうや、とりあえ

ず７０点取ろうやないかということで、そ

れで学力向上のグループをクラス全部に

おいて、グループごとにやりました。その

ときは、先生も一緒について、わからんこ

とがあったら俺に言えという形でやって

ました。 

 最終的に、１年で岡山市で２番目になっ

たんです、レベルが。そういう形で、その

ときは、保護者も、学校も、子どもたちも

一生懸命一丸となってやった。時代が違う

のはわかっているけれども、そういう雰囲

気が学力向上につながったという一つの

事例です。 

 今はそういう時代が違うことはわかっ

てますから、それに適したような方法で、

やっぱり河平課長が言うたように、保護者、

地域、そして学校がそういう雰囲気を醸し

出すことが一番につながるんじゃないか。 

 全国的にも非常にレベルが高い、学力が

高いところというのは、そういう形でまち

が一斉に子どもたちを育むというような

状況の中で、そして、地元出身の先生が地

元の子どもたちを教えるという雰囲気、こ

れは現実には摂津市では不可能かもしれ

ませんけれども、そういう雰囲気によって

学力向上したという事例がいっぱいある

わけです。 

 中には、俳句を子どもたちにさせること

が国語能力に物すごくつながった例とし

て、伊藤園ではボトルに掲載する俳句を全

て、そこの小学校、中学校の子どもたちの

俳句にしていたとか、そういうことを工夫

しながらやっとったわけです。これは一つ

の事例ですけど。 

 そういう形で、みんなが一緒になって向

上させるという雰囲気を醸し出すには、や

っぱり教育長が陣頭指揮をとって、そうい

うことを促すことが必要じゃないかと思

うんですけど、その点ちょっと河平課長、

決意といいますか、そういうこともやっぱ

りやるべきやという、教育者としてのあな

たの思いをちょっと述べていただきたい

と思います。 

 それから、いじめ対策ですけど、よく人

権教育ということは大切やから、当然人権
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教育はされていると思うんですけれども、

人権教育の根本的なものが欠如しとった

ら、幾ら口先で人権教育って言っても、や

っぱり蹂躙されていくわけですよ。 

 そういう障害者に関して、さっきも言っ

たように、新しい若い先生は世間の状況を

なかなかまだわかっていない。これはある

意味非常に失礼かもしれんけど、わかって

ない教員の先生方がおられると。 

 そこで、今さっき言ったように、さまざ

まなアドバイスをしながら行くっていう

のが、ええ教師になっていく一つの過程だ

と思いますけど、その中で誰にも相談でき

ない状況の中で、そういう人権意識が希薄

な状況の中でいじめ問題がどうこうと言

っても、なかなか全てをゼロにすることは

難しい。 

 もっともっと物事の本質を考えなあか

ん。考えて、何をすべきかということをも

っと深掘りしてやっていかんことには、こ

の問題はなかなか解決しない。それをどう

いうふうにして教育の中に取り入れてい

くかということを、しっかりとその問題意

識をわかった上で指導せんと、こういうこ

とは解決しないよ。 

 決算審査での質疑と答弁だけじゃなく

て、これはもっと提言というか、そういう

ことを言わせていただいているわけです

から、そのことに関してもう一度ご答弁を

お願いしたいと思います。 

 それから、武道の件ですけど、これ間違

えました、今年度はしてないんですわ、平

成３０年度はしたんです。でも、今年度は、

講師を呼んで授業をしていない。もちろん

剣道家になるための授業じゃないんです

が、これは一つの授業の一環やから、最低

限のことをやらなあかんけど、その最低限

のことを間違えたら全然違うもんになっ

ていくし、違う解釈になっていくし、そう

いう点を危惧しとるわけです。 

それと、やっぱり防具のチェックは、もう

本当に神経質なものなんですよ。 

 今言ったように竹刀のささくれがやっ

ぱり飛散して、当然体にも突き刺さります、

この喉の辺なんかに突き刺さります。私の

友達は、そこからばい菌が入ったり、私自

身も熱が出たことがありますので。 

 そういうことは、非常に神経質に対応す

るということをやっています。事故が起き

てからでは、もう遅いんですよ。 

 私の弟子たちは、非常に怖いと言ってお

ります。また、扱い方がほとんどわからん

子どもたちがやみくもに竹刀を振ったり、

ある程度指導しても、どうしても正しい振

り方でないときがある。そうしたら竹刀の

劣化がすごく進むわけです。だから、そう

いう状況にあるということですわ。 

 これは、これ以上言いません。しかし、

これは徹底的に専門家に見てもらう必要

があると私は思いますので、その辺は要望

しておきます。 

 それから、教育委員会と現場の話ですけ

ど、教育長、あなたが一番ベテラン中のベ

テランなのですから、あなたが現場に行っ

て、そのベテランの先生方をしっかりと指

導する必要があると私は思ってます。あな

たが現場に行って、あなたの指導力を発揮

して、教育長としてのあなたの考えや、あ

なたの情熱が末端の教師の方々に伝わっ

ていかなあかん。 

 仰々しい会議をやって、それだけじゃな

くて、現場を見て、現場の意見を聞きなが

ら、そして適切に指導をしてください。今

言ったように障害者の問題も人権問題も

ありました。あなたが一番経験が多いわけ

でしょう、社会人として年齢を重ねていっ
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た分だけでも。 

 そういう点で、若い先生やら、ベテラン

の先生に対して、しっかり物事を言うてい

かなあかん。そうせんと、あなたの指導力

が、あなたが何のために教育委員会の教育

長としているかという意味合いがなくな

りますよ。それを発揮していただきたいん

です。 

例えば、順風満帆で行っとるときはある程

度いいかもしれませんけど、そういう現場

で非常に危うい部分やら問題があるとジ

ャッジしたときには、教育長が指導力を持

って、自分が率先して動いて、それを改善

したり、是正させたりすることが必要じゃ

ないかと、私は思うんです。その点につい

て、再度ご答弁をお願いしたいと思います。 

 安全対策の件ですけど、災難が起きた後

に何年間かそれを一生懸命やるという状

況は、これは日本人によくあることなんで

す。 

 そういうこともそうなんですけど、本当

に危機意識を持って、絵に描いた餅にはな

らないようにしてください。昔、一般質問

でも言いましたけど、絵に描いた餅は何ぼ

でも描けます。しかし、食べることはでき

ないですよ。いざ災害が起きたときに、全

然それが機能しないということは、多々あ

ったわけです。 

 ここで言うのは釈迦に説法かもしれま

せんけれども、子どもたちはやっぱりパニ

ックになるということが一番危惧される

わけです。そのときには先生はしっかりと、

先生も一緒にパニックになっては困るの

で、そういうときにはしっかりと指導して

いかなあかん。 

 例えば、東日本大震災でも、ある小学校

で１００人近い子どもたちが亡くなった

という事例がありますよね。あのときは、

先生方もパニックになりながら子どもた

ちを導いたおかげでそういう犠牲が出て、

その後、裁判になったりいろいろありまし

たよね。そういう点の訓練も必要じゃない

かというように思いますから、その点は強

く要望しておきますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 それから、こども会の件に関してですけ

ど、早川課長、さっきも教育長に言いまし

たように、本当に生の声をしっかり聞くこ

とが、物事の解決に一番つながるんじゃな

いかと思うんです。大きな社会の中で、組

織自体がだんだん弱体化していくという

のは、ある一定やむを得ないこともあると

思うんです。 

 しかし、さっきの子どもたちの安心・安

全ということを考えたら、やっぱり子ども

に関しての組織とか、そういう集まりは、

なくしてはいけないわけです。子どもの安

全は親だけが見るんじゃなくて地域社会

がしっかりと見るということが必要だと

思う。 

 地域が安心して子どもたちを静かに育

んでいくという姿勢。そして、子どもたち

が何かあったときに、その地域が手助けを

する。 

 私が育成会にいたときには、時々子ども

が行方不明になったりして連絡が入って、

地域が総出で子どもたちを探したという

経験があるんですけど、やっぱりそういう

絆や、地域でのそういう大人たちの目が必

要じゃないかと。 

 あなた自身にこども会をしっかりと存

続させようという意識がなかったら、これ

はだんだんすたれていきますわ。あなたの

意識の問題ですわ。当然教育長やら、幹部

の問題もありますけど。 

 これは全てにつながってくると思いま
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すよ。全てにつながるんですよ、その意識

が。仕事するんやったら、ええ仕事せなあ

かんわけですわ。物事を改善しようと思っ

たら、情熱が要るし、使命感が要るんです

よ。そういうことがないと、こども会は崩

壊していきます。地域社会の芽がつまれて

いきます。そういう意識でやっていただき

たいと思います。 

 成人祭は、おもしろせえとかいう意味じ

ゃなくて、充実した内容をしてください。

新成人やいろんな人らの意見を聞きなが

ら。突拍子もないことを言う人もおるかも

しれんけど、それはそれで精査しながら、

彼ら、彼女らのための成人祭となるように、

その点をしっかりとお願いしたいと、これ

は要望しておきます。 

○嶋野浩一朗委員長 それでは、答弁を求

めます。 

 河平学校教育課長。 

○河平学校教育課長 それでは、学校教育

課に係る内容についてご答弁申し上げま

す。 

 まず、修学旅行についてです。 

 ３年間継続をしているところについて、

それでよいのかということですが、確かに

そのように継続している学校については、

何年か継続できて、次、業者を変えればよ

いというルールとして認識しているので

はないかと思います。 

 各学校の状況を見てみますと、逆に１年

で業者を変えている学校もございます。こ

れは、学校のほうでしっかり毎年検討委員

会等を行って、業者選定ができていると捉

えております。 

 渡辺委員より、教員の脇の甘さというか、

危機意識、緊張感のなさがあるのではない

かというご指摘ですが、そういうご指摘を

いただけるのは本当にありがたいことだ

なと感じております。我々としても、この

立場になって学校を見たときに、そういう

部分は弱いなと感じているところです。 

 例えば、業者を選定する際に、保護者の

意見を聞き、いろんな観点や、意向を踏ま

えて業者選定していくなど、やはり今後も

きっちりやっていかなければならないと

感じています。 

 システムができ、各学校はそれを取り入

れてきていますが、今後続いていくうちに、

また緩みが起きるかもしれませんので、そ

うならないように、それをしっかり守れる

ように指導していくのが我々の立場、存在

意義なのだとも感じております。その点も

踏まえてしっかり学校については指導し

ていきたいと考えております。 

 続きまして、学力向上にかかわる内容で

す。 

 委員がお話しいただいたように、地域、

家庭と学校が連携をし、一体となって盛り

上げ、雰囲気をつくり、学力向上を図って

いくというのは、もう本当にそのとおりだ

なと思ってます。その点については、我々

も学力向上の取り組みのヒアリングや、学

校訪問で校長や担当者に直接話をするこ

とがあり、そこでも学校と保護者、地域と

の連携について、一体になってやっていき

ましょうか仕組みをつくりましょうと、お

話ししているところです。 

 また、いろいろ各学校は学力向上の取り

組みなどをするようになってきているん

ですけども、それが我々の認識としては、

目的、意義を見失って形骸化してきてるん

ではないか、何か長年続けると忘れてしま

っていくなり、本来その取り組みとかが生

まれたときの背景とか、なぜそれを子ども

たちのためにやろうと思ったのか、その先

生方のかつての思いとか、そういったもの
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が教職員の中に薄れてきているのではな

いかと、我々としては危惧しているところ

です。 

 そういったものを含めて、やっぱりその

目的意義、趣旨理解をしっかりするべきだ

ということを伝え、各取り組みをさらに効

果的にするためにも、各学校に取組みの目

的・意義について振り返って考えていた

だき、学力向上に努めてもらいたいと考え

ております。 

 続いて、いじめの内容です。 

 委員がご指摘のとおり、いじめについて

は、人権教育にかかわる根本的な問題だと

考えております。教員は人権問題にかかわ

るアンテナを常に張り、いじめを未然に防

ぐ必要があると思います。ただし、事象が、

起きてしまったときには、やはり教員が一

人で抱えることもなく、管理職を含めて、

連携をして、初期対応から組織的にしっか

り行うことが大事だと考えています。 

 それとともに未然防止のために、やはり

日々の人権教育にかかわる、例えば障害者

理解の内容を、日々子どもたちと一緒に取

り組んでいくことで、いじめの問題は、な

くしていけるよう各学校に指導してまい

りたい。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 修学旅行の件で、シ

ステムづくりについてはご答弁いただき

ましたけれども、例えば、平和学習の一環

として広島に行かれると。そのことについ

て、学校の現場でしっかりと議論をして、

こういった趣旨で行くんだということを

練り上げた上で、選定に当たってるのかと

いうこと、そっちも問うておられましたの

で、その点についてもお願いいたします。 

 河平学校教育課長。 

○河平学校教育課長 各小学校では、修学

旅行を平和教育の集大成といいますか、中

心的な取り組みとして位置づけておりま

す。先ほどの学力の答弁と重なる部分があ

ると思うのですけど、修学旅行についても、

やっぱり各学校で再度行く意味、意義をし

っかりと捉える必要があると思います。 

 各学校では、実際に修学旅行へ行った後

に、振り返りの会を持ったりとか、事前に

検討委員会を持ったりはするんですけど

も、そこで事務的な、例えば、流れだけの

話ではなくて、やっぱりなぜそこに行くの

か、この時期に行く意味は何なのか、それ

までの指導とその後の指導はどういう関

係があるのかというところも検討をしっ

かりしていくように、こちらとしては指導

していきたいなと思います。 

○嶋野浩一朗委員長 教育長。 

○箸尾谷教育長 質問にお答えいたしま

す。 

 私が、７年前になりますかね、摂津市に

来させていただいて教育長をさせていた

だいたときに、まず最初に考えたのは、や

っぱりまず組織をしっかりつくらないか

んなと思いました。今、４００名を超える

教職員が学校現場におります、教員ですね、

教員が学校に今いる。その中で、管理職も

いるわけですけども、私が見させていただ

いたときに、学校がまず組織として機能し

ていない部分が結構あるなと思いました。 

 それから、もう一つは、教育委員会のと

りわけ学校教育に関する部分についても、

やっぱり組織としてもっとしっかり、一人

一人の指導主事が自分で考えることがで

きるようにして、教育委員会の組織もしっ

かりしていきたいなと思って、先ほど説明

したようないろんな取り組みをしてきた

ところです。 

 そういう中で一定成果的なものもあら
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われては来ておりますけれども、若手がほ

んとに予想以上のスピードでどんどんふ

えてる現状があるわけですから、私が周る

ことで一人でも二人でも先生方が意識改

革をしていただけるんであれば、それがプ

ラスになると思いますので、今後はどう定

例外の形で学校を指導していくか考えて

まいりたいと思います。 

○嶋野浩一朗委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 修学旅行の件は、そうい

うふうに河平課長がおっしゃってるから

それを進めていただきたいと思うんです。

ただ、今言うたように学校によって選定の

方法がばらばらですよね。ちゃんと１年ご

とにしっかりとそれを議論しながら、保護

者の意見を聞きながらその選定をしてい

る学校もあれば、３年間同じような学校、

そういう３年間同じような学校いうのは、

やっぱり僕は非常に危惧しとることが実

際に起きているのではないかということ

を指摘しておきます。 

 それに関しては、今、あなたがおっしゃ

ったような問題意識をやっぱり学校に投

げかけて、それで議論してやっていかなけ

れば、いろんなことで弊害が起きてしまう。

非常に神経質に見とかんと、業者となあな

あになってしまう危険が物すごくあるわ

けじゃないですか。 

 個々の学校によっての対応が違うとい

う、そういう点のことを、しっかりと議論

をお願いしたいと思います。これ、要望し

ておきます。 

 それから、学力向上に関しても、まあま

あそういう形で一遍外に投げかける、内だ

けじゃなくて、外に投げかけて、協力を得

る。その辺は地域に協力をお願いするとい

うこと、それから当然、教師もそれに向け

たさまざまな研さんを積んで、しっかりと

やってもらわなあかん。 

 だから、いつも言う三位一体ということ

で、そういうことが子どもたちをいい方向

に進ますという大きな目的になるんじゃ

ないかと思ってますので、これも要望して

おきます。 

 それから、武道の件ですけども、本当に

専門的なことを言い出したら切りがない

んで、扱い方を十分気をつけてください。 

 それから、さっきの修学旅行にちょっと

戻りますけど、今、言うたように、平和教

育ということが必要だということやった

ら、やっぱりその辺の意味合い、広島が集

大成ということを思うけど、やっぱり違う

意見もあると思う。ほかの平和教育もある

と思う。 

 もっともっと考えて、もっといろんな情

報を得ながら、自分らの意図することはこ

ういうことで、広島以外にも当てはまると

こがあるとか、そういうことを議論しなが

ら進めていく必要があると思います。 

 例えば、道徳教育の中で拉致の問題とか

ありますけど、これも一つの平和教育の中

にあるわけですから、そういうことも踏ま

えてお願いしたいと思います。それ、要望

です。 

 それから、ある統計で、今ちょっと変わ

ってるかもしれませんけど、自殺で年間３

万人近い方が亡くなる中で、やっぱり教師

が自殺をされるという率が非常に高いと

お聞きしました。今は、どんな統計になっ

ているかわかりませんけど。 

 教師の影響力は大きいんです。この前で

もノーベル賞とられた吉野氏、あのお方が

学校の先生からろうそくの灯か何かの本

を与えられて、それがノーベル賞につなが

った。それだけ、教師というのはやっぱり

とうとい仕事ですよ、皆さん、自分から言
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えないにしても。私はそういうふうに思っ

てます。 

 やっぱり、そういう方々を、若い世代が

志を持って、そういう世代の先生方が教師

をという志を持ってやられることに対し

て、もう全面的にバックアップするという

姿勢が教育委員会には必要だと思います

し、私は何遍も言うてますけど、それを教

育委員会にやっていただきたいと思って

います。 

 だから、総合的にそういう形で教育委員

会が率先してやるのが必要ですよ。その後

ろの方々は、あなた方の背中を見ながらや

っていくと思う。学校一つの組織自体が成

り立ってない状況もあるということに対

して、やっぱり力入れていかなあかん、あ

なた方は。そういう点で、やっていただき

たい。 

 それで、いじめの問題に移りますけど、

今、しっかりと考えながら、どういうこと

がいじめにつながるのか。ただ気をつけな

あかんのが、デリケートな問題だけに一つ

間違えたら、また違う意味での人権を犯し

てしまうことになるかもしれん。 

 これも私の事例ですけど、私の次女が障

害のあるお子さんと非常に仲がよかった。

その障害のあるお子さんが言う言葉を、反

復して言ったら喜んでくれるので仲よく

遊んでいた。はたから見たら、からかって

いるように見えるから、先生が非常にそれ

を注意した。そしたら、うちの次女は、も

うこの子に近づいたら怒られるんちゃう

かと思って、その障害のある子どもとは遊

ばなくなった。これはもうはっきり言うて、

非常に悪い事例ですけど、そういうことも

ある。それだけデリケートなんですよね。 

 デリケートなだけに、そういう現場の先

生だけが扱うことは非常に重たい。年をか

さねていっていろんな経験されとる皆さ

んがそういう先生方を導く。当然、ベテラ

ンの現場の先生方が導くことも必要です

けど、率先して教育長にやっていただきた

い。 

 そういうことを切にお願いして、私の質

問をこれで終わりたいと思いますので、あ

りがとうございました。 

○嶋野浩一朗委員長 渡辺委員の質問が

終わりました。 

 楢村委員。 

○楢村一臣委員 それでは、幾つか質問さ

せていただきたいと思ってるんですけど

も、私の質問の大部分については、昨日安

藤委員からの質問で出てるので、かぶる部

分についての質問はできるだけ避けて要

望にさせていただきたいと思ってます。 

 まず、こども教育課に対する質問なんで

すけども、昨日から保育士宿舎借上支援補

助金の話がありました。それで、今年度、

５９８万２，０００円というところで、１

０園で１８人でしたかね、多分そういった

話があったと思うんですけども、昨年度、

平成２９年度決算は３３０万円というこ

とだったんですけども、ここで確認したい

ことは、昨日課長のほうから、離職防止の

ためにっていうことも含めて、この補助金

があるような話があったんですけども、平

成２９年度、平成３０年度含めて、今、離

職となっている確認がどのようにされて

いるのかと、実際離職した人が何らかの形

であるのかということだけ、ここ質問とし

てお聞きしたいと思います。 

 あと、こども教育課については、全て要

望にしたいと思うんですけども、昨日安藤

委員のほうからありましたように、まず待

機児童の問題ですけども、待機児童の問題

については、一般質問でもさせてもらって
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ます。この中で、１１月にＫＥＮＴＯひま

わり園であるとか、４月に正雀ひかり園で

あるとか、なかなか保育士の関係で定員ま

でいけてないという部分はあるんですけ

ども、昨日安藤委員もおっしゃってました

けども、平成３１年度に入って１０月現在

の待機児童数が１４０人と、昨年度までは

９５、６人という話だったと思いますが。

ことしの１４０人なんですけど、８月から

９月の時点で１１０人ぐらいが１４０人

ぐらいになってるんです。すごくふえてて、

すごく努力してきてるんですけども、１４

０人になってるってことは、無償化の影響

もあるのかどうかわかりませんが、やっぱ

りどういった形でふえてるかっていうこ

とについてはしっかり考えてもらいたい

です。正直まだまだ安威川以北の地域にお

いては、マンション開発とかもありますし、

待機児童はふえていくということがあり

ますので、ふえている要因も含めて、しっ

かりどういうふうに取り組んでいくかと

いうことを考えて進めていっていただき

たいなということで、これ要望にしておき

ます。 

 それで、続いて、こちらも昨日の安藤委

員の質問にあったんですけど、認可外保育

所の実態についての話があって、基準を満

たしていないところについては、無償化の

対象外とするような条例を作ってほしい

という話も、これについては私も速やかに

やってほしいと思います。 

 きのう、基準を満たしていない認可外保

育施設が幾つあるのかという質問があっ

たときに、課長は答弁なさらなかったんで

すけども、答弁されなかったということは、

実際今の認可外保育施設の中で基準を満

たしていないところがあるんだろうと思

いました。 

 認可外保育施設で、基準を満たしていな

いところに子どもを預けるということ自

体も、私自身はどうかなって思っているん

です。実際そういう条例で、基準を満たし

てない施設はもう無償化の対象としない

という話があったと思うんですけども、こ

のことについてやっぱり正直重く受けと

める、基準を満たしていない保育所にプレ

ッシャーをかけるべきやと思いますので、

この条例案についてはできるだけ速やか

にやっていただけるようにお願いしたい

ということで、こちらについても要望しま

す。 

 あと、幼稚園の通園バスの話がありまし

た。この間ちょっと幼稚園の運動会に行っ

たときに、話ししたんですけども、やっぱ

り幼児教育・保育の無償化が始まること

によって、今まで定員を割ってどんどん幼

稚園に入る人が減ってきてる中で、２年保

育の幼稚園の部分については、もう間違い

なく、もっともっと減っていくと思います

し、この通園バスの件できのう話がありま

したけども、アンケート調査を行って、７

割の保護者が通園バスの部分については

なくなる方向でもって納得してるという

話ししてましたけども、これについては預

けようと思う保護者にアンケートとった

ら、この結果にならないと思うんですよね、

私は。やっぱり通園バスについては見直し

ていけるかどうかわからないんですけど、

考え直してほしいなということで要望し

ます。 

 こども教育課は以上です。 

 子育て支援課は、一つだけ確認の意味で

質問したいと思います。就学援助の件です

ね。 

 小学校と中学校の就学援助の件で、平成

２８年度から平成２９年度、平成３０年度
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と決算額の動きだけを見させてもらって

いるんですけども、昨年も質問させてもら

いました。小学校については、用品の単価

を引き上げしてるのと、２月に前倒しをし

ているということでの話があって、中学校

は用品単価の引き上げでふえてるという

ことでありましたけど、数字の動きの確認

なんですけども、小学校については平成２

８年度２，８００万円から平成２９年度３，

８００万円に上がって、今年度の決算が４，

２８０万円となっていて、中学校について

は、平成２８年度から平成２９年度につい

ては４００万円ふえてて、平成２９年度か

ら平成３０年度が１，０００万円減ってる

という形になっています。金額の動きがど

のようになってるのかだけ、確認の意味で

お聞かせいただきたいと思います。 

 教育政策課のほうについて聞きたいと

思います。 

 質問についてなんですけども、１３４ペ

ージの小中学校通学区事業の交通専従員

業務委託料の件なんですけども、平成２９

年度までは子育て支援課であって、平成３

０年度から移管されて教育政策課になっ

たんですけども、昨年は事務報告書のほう

に専従員をおいている箇所数が載ってて、

平成２８年度から平成２９年度に１９か

所から２２か所に変わって、その３か所の

状況について去年質問しました。これ教育

政策課にかわって、その内容にかかわる部

分が事務報告書になかったので、中身を直

接お伺いしたいんですけども、今回決算が

１，９７９万６，０００円というところで、

昨年は１，９０６万円ぐらいで７０万円ぐ

らいふえてるんですけども、平成３０年度

末現在での箇所数が今わからないので、２

２か所から変わってないのかと、この７０

万円ほどふえたのは、その箇所数に対する

影響とかがあるのかどうかを含めて、ちょ

っとお聞かせいただきたいなと思います。 

 教育政策課で、これは確認なんですけど、

１４２ページに小学校管理運営事業があ

るんですけど、土地購入費２５３万円につ

いて、昨年摂津小学校の用地の件で不動産

鑑定委託料というのがあって、その内容に

ついて質問させてもらったんですけども、

そのときに関西電力の鉄塔用地の件との

話がありまして、この土地購入費について

は、昨年鑑定したところの土地について買

ったものなのか、確認だけお願いします。 

 あと、１４４ページの小学校検診事業で

歯科衛生士派遣委託料というのがあって、

昨年まではなかった委託料なので、内容と

実際どういう結果になったかということ

をお聞かせいただきたいと思います。 

 あと、国際理解教育推進事業で、英語指

導助手派遣業務委託料、これ１３８ページ

にあるんですけど、これは年々決算額がふ

えています。平成２９年度から平成３０年

度で見たら、およそ倍ぐらいの決算額にな

ってるんですけども、これも事務報告書で

確認すると、中学校では１校当たり８０日

から１２０日ぐらいにふえ、小学校で言え

ば、１校当たり１６日から４０日ぐらいに

ふえてるということで、予算がこれだけふ

えるということは、それである程度理解で

きるのかなと思ってるんですけども、ここ

までふやしてきてる過程と、ふやした結果

どういう状況に変わっているのかという

ことをお聞きしたいんでお願いします。 

 スクールソーシャルワーカーについて

なんですけども、これは平成２９年度約９

００万円で、平成３０年度約１，３００万

円、それでまあ平成３１年度予算を見ても

約１，７００万円ということで、平成２９

年度が３人、平成３０年度が４人でした。
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平成３１年度が中学校区に一人ずつおか

れて、平成２９年度に週２日から週４日に

なりました。ここについては今後もやっぱ

り教育・福祉の面からも含めて大事なこ

とだと思いますので、お願いします。 

 それで、チャレンジテストです。きのう

安藤委員が質問された中で、９月６日に実

施できなかった学校が６９校あるという

ことでありまして、やっぱり平均を出すと

いうところに不公平さを感じるのも当然

あります。これはもう要望にとどめときま

すけども、今回のチャレンジテストについ

ては疑問に思う部分がありますので、ちょ

っとしっかり考えていただきたいと。 

 最後にしますけども、学力向上推進事業

の内容について、学習指導委託料の決算額

が約３００万円から約６５０万円になっ

ているのは、全中学校区で摂津ＳＵＮＳＵ

Ｎ塾を実施されてからという話はきのう

お伺いしました。 

 それで、ふやすということについては全

然いいことだと思うんですけども、ふやし

たことによって、どういった形になったか、

英語の部分ともあわせて聞きたいと思い

ます。 

○嶋野浩一朗委員長 暫時休憩いたしま

す。 

（午後０時    休憩） 

（午後０時５８分 再開） 

○嶋野浩一朗委員長 再開いたします。 

 それでは、楢村委員から続きの質問があ

るということでございますので、まずは楢

村委員。 

○楢村一臣委員 生涯学習課についてで

すけれども、決算概要の１５６ページで、

公民館講座開催事業がありまして、その中

にサロンコンサート委託料というのが決

算額ゼロという形になっています。このサ

ロンコンサートやロビーコンサートにつ

いては、演奏家協会が平成２９年度末で解

散されたとお聞きしておりまして、平成３

０年度は委託していないと。平成３１年度

予算を見ても一応ゼロという形になって

いまして、サロンコンサートについては公

民館３館でしていてロビーコンサートに

ついては安威川公民館でやっているとい

う形なのですけれども、これらのコンサー

トについて、生涯学習課での位置づけ的な

ものがどういった形になっているのかと

いうことをお聞きしたいのと、平成３１年

度予算はとっていませんけれども、かわり

になるものとしてはどういうものを考え

ておられるのかというのをお聞きしたい

と思っています。 

 一つ要望で言い忘れていましたが、代替

講師の話もあって、この件については９月

の一般質問でさせてもらいました。 結果

的に時間外勤務の軽減については、山根参

事のほうから報告を受けたところですけ

れども、やっぱりスクールソーシャルワー

カーが配置されているところと配置され

ていないところで、やっぱり学校間で格差

のないように、差が起きない形で募集も含

めて進めていただきたいと思いますので、

その辺は引き続き、よろしくお願いします。

要望とさせていただきます。 

○嶋野浩一朗委員長 答弁を求めます。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、保育士

宿舎借上支援事業についてでございます。 

 平成２９年度の決算額３３０万１，００

０円と、平成３０年度の決算額が５９８万

２，０００円ということでございまして、

活用していただける保育士がふえている

ということで、一定の保育士の確保の支援、

それから離職防止にもつながっているも
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のと認識しております。 

 実際に園から提出していただきます申

請書、それから実績報告書の中で個人名の

ほうも確認しておりまして、平成２９年度

活用していただけた方は、平成３０年度も

引き続き活用していただけているという

状況でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 実際の保育士の離

職数とかはわからない。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 実際の離職数と

いうことでございますけれども、把握でき

ていないという状況です。 

○嶋野浩一朗委員長 わかりました。 

 湯原課長代理。 

○湯原子育て支援課長代理 小・中学校

就学援助事業に係ります平成２９年度と

平成３０年度を比較しての決算額の増減

に関する質問にご答弁申し上げます。 

 増減の主な要因は、新入学児童・生徒学

用品費、いわゆる入学準備金の前倒し支給

に伴うものでございます。 

 小学校費におきましては、平成２９年度

では、平成２９年度小学校入学者に対しま

して８月に支給を行っております。平成３

０年度中学校入学予定の小学６年生に対

して２月に支給を行っております。同様に

平成３０年度では、平成３０年度小学校入

学者、平成３１年度中学校入学予定の小学

６年生、これに加えまして、平成３１年度

の小学校入学予定であります５歳児に対

して支給を行ったため、増額となっている

ものでございます。 

 中学校費におきましては、平成２９年度

中学校入学者に対して８月に支給を行い

ました。一方、平成３０年度は、平成３０

年度中学校入学者に対しては平成２９年

度の２月、つまり平成３０年２月に既に小

学６年生のときに支給を行っているため、

入学準備金の支給が不要となったため、減

額となっているものでございます。 

○嶋野浩一朗委員長 交通専従員につき

まして、お願いいたします。 

 松田課長。 

○松田教育政策課長 小中学校通学区事

業に係る交通専従員について、ご答弁させ

ていただきます。 

 まずは、配置箇所についてでございます。 

 平成３０年度は鶴野の第１公園前に１

か所増ということで、２３か所で実施しま

した。 

 増額の理由でございますが、地震があっ

た折に一時的にではございますが、通学路

の変更をいたしまして、味生小学校の校区

内で１か所増とさせていただいておりま

す。 

 また、シルバー人材センターにお願いし

ておりますが、単価が２，９２５円から２，

９９０円に増加されましたので、その分も

年間増額の一つでございます。 

 次に、小学校管理運営事業に係る土地購

入費についてでございます。 

 こちらにつきましては、委員のおっしゃ

いましたとおり、摂津小学校横の関西電力

の土地となっています。 

 最後に、小学校、こちら中学校もですが、

検診事業に係る歯科衛生士派遣委託料に

ついてでございます。 

 こちらにつきましては、毎年春に子ども

たちの歯科検診を実施しております折に、

歯科医師が歯の状態を順番に読み上げて

いただくのを養護教諭が書きとめており

ますが、専門用語であったり、聞き取れず

に先生の手をとめてしまったり、書き直し

たり等がございましたので、ご希望がある

学校については、養護教諭と歯科医師とで



- 27 - 

 

調整していただく中で、ご要望があれば歯

科衛生士を派遣するところでございます。 

 平成３０年度の実績といたしましては、

小学校が６校、中学校が４校で活用されて

います。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 河平課長。 

○河平学校教育課長 それでは、学校教育

課にかかわる内容について、ご答弁申し上

げます。 

 まず、外国人英語指導助手派遣委託料に

かかわり、ご答弁申し上げます。 

 この事業は、児童・生徒が習った英語を

実際に使える機会を学校生活の中、日常に

確保することによって、学習意欲と英語力

の向上を図るために実施しているもので

す。新学習指導要領の実施に伴って、小学

校３年生から外国語活動の授業を実施す

る、また、５年生からは教科として外国語

の授業が始まりますので、平成３０年度か

ら通年の助手の派遣を行っております。 

 成果といたしましては、通年配置になっ

たことで、ＡＬＴも児童・生徒だけでなく

教員と一緒に過ごす時間が長くなってお

りまして、以前より授業の打ち合わせ等に

も時間が確保できるようになって、授業の

質が高くなってきているということ、また

中学校では、ＡＬＴが授業の中で実際にイ

ンタビューしながらテストを行えるよう

になって、１対１のコミュニケーションの

充実につながってきているなと考えてお

ります。 

 続いて、学力向上の件で、摂津ＳＵＮＳ

ＵＮ塾にかかわる中学校区で開催するこ

とによる成果について、ご答弁申し上げま

す。 

 まず、入塾者数の増加が見られました。

小学校では９９名、中学校では９１名の参

加になっております。これは当該の在籍児

童・生徒数６年生と中学校１年生の、６年

生が約１３％、中学校１年生では１４％の

割合で参加しているということになって

います。 

 また、入塾者の家庭学習の時間が増加し

ているということ、また、学力につきまし

ては、入塾した子どもたちの学力が入塾し

た当時に比べて学力向上が見られており、

また、平成２９年度に６年生であって、平

成３０年度に中学一年生という形で継続

して入塾している子については、特に学力

向上が見られたという成果がございます。 

○嶋野浩一朗委員長 早川部参事。 

○早川教育総務部参事 それでは、サロン

コンサートについて、お答えさせていただ

きます。 

 公民館で音楽鑑賞の機会を提供するこ

とにより、ふだん公民館を利用しない方に

足を運んでもらうことや既存利用者に音

楽鑑賞の機会を提供することを目的とし

て開催しておりました。 

 平成３０年度につきましては、事業の委

託先であったところが実施困難になった

ことによりまして、引き続き音楽鑑賞を行

うために、平成３０年度３月３日に公民館

講座としてピアノ演奏によるスプリング

コンサートを安威川公民館で開催してお

ります。コンサートに来場された人数です

が、１９０人来場されております。 

 今年度につきましても、１２月にコンサ

ートを予定しており、今後も引き続き、音

楽鑑賞の場を公民館講座で提供していく

予定としています。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 まず、保育士宿舎借上支

援補助金について。 
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 平成２９年度から平成３０年度にかけ

てふえている部分については、それだけ利

用される方がふえたと、一定評価はできる

と思います。 

離職しているかどうかを把握するとい

うことは、やっぱり離職につながらないよ

うにということもありますので、できるだ

け努めていただきたいと思いますし、今年

度から保育士確保の補助金の制度もでき

ていますので、やっぱりあわせて保育士確

保に向けて努めてください。特にやっぱり

ゼロ・１・２歳児の待機児童の問題はす

ごく大きな問題となっていますので、こう

いった補助金を活用していただいて、保育

士確保を積極的にできるような形で進め

ていってもらうように要望して終わりま

す。 

 就学援助の件なのですけれども、内容に

ついては理解させてもらいました。 

 交通専従員の話なのですけれども、箇所

数については平成３０年度２３か所で委

託金額については単価が上がったという

ことで、金額と箇所数については理解しま

した。 

 先ほど１回目の質問のときに言い忘れ

ましたが、交通専従員とボランティアの見

守り隊の方というのがいると思うのです。

すごく地域によって差はあるかとは思う

のですけれども、見守り隊の方はボランテ

ィアで頑張ってくれています。見守り隊が

いないところに設置しているということ

で、今２３か所で交通専従員を置いてもら

っていると思うのですけれども、全体的に

見守り隊がいるところの箇所数について

把握できているのであれば教えてほしい

のですけれども、お聞きいたします。 

 土地購入の件については、昨年質問させ

てもらったとおりということで理解いた

しました。ありがとうございます。 

 次に、歯科衛生士の件については、養護

教諭の負担をカバーする意味でというこ

とで、いろいろと学校側と相談しながら、

そういった形で派遣していただければと

思います。 

 英語指導助手派遣の件なのですけれど

も、通年の配置になったということで、質

の向上につながり、コミュニケーションも

とられるということで、大事なことだとや

っぱり認識していますので、これ以上とな

るとどうかわかりませんけれども、今後も

充実させていただきたいと思っています

ので、要望しておきます。 

 学力向上支援事業ですけれども、９９名

と９１名にふえたということは今の話で

わかったのですけれども、前回何人からふ

えたのかわかれば、２回目で教えていただ

きたいと思います。 

 サロンコンサートの件ですけれども、今、

ピアノコンサートの話で平成３０年度と

平成３１年度も１２月にされるというよ

うなお話を聞かせていただきました。やっ

ぱり音楽鑑賞の場というのは、すごく大事

であると思いますし、平成２９年度まで公

民館３館でサロンコンサートをしていて、

代替的には今は一応ピアノコンサートい

う形であるのであります。今ピアノコンサ

ートの１回だけみたいになっているので

すけれども、できる限り広く音楽に触れら

れる場をつくっていただければと思いま

すので、要望としておきます。 

○嶋野浩一朗委員長 そうしたら、２点、

答弁をお願いしたいと思います。 

 石原部参事。 

○石原次世代育成部参事 まず、子どもの

見守りの関係でございます。 

 現在、先ほどの専従員でありますとか、
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セーフティパトロール隊、子どもの安全見

守り隊、また民生児童委員協議会などによ

りますボランティア活動による見守りの

活動を行っていただいております。その中

で平成３０年度で把握できているところ

のみですけれども、味舌東のほうでセーフ

ティパトロール隊味舌東というものと別

府のほうで別府セーフティパトロール隊、

それと鳥飼西のほうでセーフティパトロ

ール隊ということで活動のほうをしてい

ただいており、また、そのほかにも、たく

さんの方に活動していただいております

ので、子どもの安全・安心にまた、しっか

りと各課連携をとりながら取り組んでい

きたいと考えております。 

○嶋野浩一朗委員長 河平課長。 

○河平学校教育課長 学校教育課にかか

わる摂津ＳＵＮＳＵＮ塾の平成２９年度

の入塾者数について、お答え申し上げます。 

 平成２９年度は、小学校で７５名、中学

校で７０名の入塾者でございました。平成

３０年度と比較しますと、平成３０年度は

プラス２２名、中学校はプラス２１名とな

っております。 

○嶋野浩一朗委員長 楢村委員。 

○楢村一臣委員 見守り隊についてなの

ですけれども、やっぱり見守り隊の人はす

ごく頑張ってくれています。見守り隊を置

いて、そういうふうにできないところにつ

いては、交通専従員を置かざるを得ないと

いう事情はあるとは思うのですけれども、

見守り隊の方がどの場所で、どういうふう

にされているかということを含めて、担当

課としてはちゃんと理解しておいてほし

いなと思っています。今後とも、そういっ

た形でよろしくお願いしておきます。 

 摂津ＳＵＮＳＵＮ塾の話で、数字につい

ては理解いたしました。 

 ありがとうございます。以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 楢村委員の質問が

終わりました。 

 以上で質疑を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

（午後１時２５分 休憩） 

（午後１時２９分 再開） 

○嶋野浩一朗委員長 再開します。 

次に、認定第２号の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 山口上下水道部長。 

 ○山口上下水道部長 認定第２号 平

成３０年度摂津市水道事業会計決算認定

の件につきまして、決算書に基づき、目を

追って主なものについて補足説明をさせ

ていただきます。 

 決算書の２４ページをお開き願います。 

 平成３０年度摂津市水道事業報告書、

「１．概況」で、平成３０年度の年間総配

水量は１，０１４万９，８００立方メート

ルで、前年度に比べ１万３，９１０立方メ

ートルの増加となっております。 

 総配水量の水源別内訳につきましては、

表１、年間総配水量に記載のとおり、自己

水が２９５万２，５４０立方メートルで構

成比は２９．１％、大阪広域水道企業団水

が７１９万７，２６０立方メートルで構成

比は７０．９％となっており、自己水の構

成比が前年度に比べ０．３ポイント減少し

ております。 

 また、年間有効有収水量は９２８万２，

３８６立方メートルで、前年度に比べ１６

万８，４２５立方メートルの減少となって

おります。これは、主に大阪北部地震に伴

う減免措置及び大口需要家による水需要

の減少によるものでございます。 

 次に、給水原価でございますが、２５ペ

ージの表２、給水原価・供給単価の推移に
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記載しておりますように、給水原価は２０

５円３２銭で、前年度に比べ１４．６％、

２６円１３銭増加しております。また、供

給単価は１９０円９０銭で、前年度に比べ

０．３％、６３銭減少しております。 

 次に、３４ページをお開き願います。 

 収益・費用明細書、こちらは税抜き金額

でございますが、これにつきまして、ご説

明申し上げます。 

 まず、収益でございますが、款１水道事

業収益、項１営業収益、目１給水収益は１

７億７，２０２万１１９円で、前年度に比

べ２．１％、３，８１２万１，３３９円減

少しております。これは、主に大阪北部地

震に伴う減免措置及び大口需要家による

水需要の減少によるものでございます。 

 目２受託工事収益は２２７万３，５９８

円で、前年度に比べ７１．５％、５７０万

１３３円減少しております。これは、公共

下水道工事に伴う給配水管移設工事の減

少によるものでございます。 

 目３受託事業収益は３，２１０万９，２

５９円で、前年度に比べ８．８％、３１０

万４，６３０円減少しております。これは、

下水道使用料徴収受託料が減少したもの

でございます。 

 目４他会計負担金は１７４万４，３６６

円で、前年度に比べ１１．１％、１７万３，

９０４円増加しております。これは、消火

栓の修繕費の増加により、一般会計負担金

が増加したものでございます。 

 目５その他営業収益は７６２万２，６７

４円で、前年度に比べ３．３％、２６万１，

５５６円減少しております。これは、設計

審査及び工事検査に係る手数料が減少し

たこと等によるものでございます。 

 項２営業外収益、目１受取利息及び配当

金は１８３万７，１６０円で、前年度に比

べ１２．２％、２５万５，９８７円減少し

ております。これは、預金利息が減少した

ものでございます。 

 目２土地物件収益は４２４万７，３４３

円で、前年度に比べ１６．１％、５８万８，

５９３円増加しております。これは、中央

送水所及び太中浄水場の土地使用料が増

加したものでございます。 

 目３納付金は１億５，４４２万５，００

０円で、前年度に比べ２１．８％、２，７

６３万７，５００円増加しております。こ

れは、大型物件の建設等によるものでござ

います。 

 目４他会計負担金は１，７３８万７，３

３２円で、前年度に比べ１３．４％、２０

６万３１６円増加しております。これは、

経営戦略作成に係る一般会計負担金が増

加したことによるものでございます。 

 目５長期前受金戻入は３，１２７万３，

５７７円で、前年度に比べ３．０％、９０

万８，５８０円増加しております。これは、

固定資産の改良等に伴い、交付された補助

金等を長期前受金として負債に計上した

上で、減価償却費見合いを収益化するもの

でございます。 

 目７雑収益は８６４万１，５７３円で、

前年度に比べ１．７％、１４万６，８０１

円増加しております。 

 続きまして、３５ページの費用でござい

ますが、款１水道事業費用、項１営業費用、

目１原水・浄水及び送水費は８億５，３９

７万４，２５０円で、前年度に比べ１．８％、

１，５４２万９２円増加しております。こ

れは、太中浄水場運転監視業務委託料の増

加等によるものでございます。 

 目２配水・給水費は２億３，１５６万５，

２９２円で、前年度に比べ１１．８％、２，

４３７万１，８８６円増加しております。
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これは、給配水管の破損による修繕費の増

加等によるものでございます。 

 ３６ページ、目３受託工事費は９１４万

７，７９６円で、前年度に比べ３９．５％、

５９７万９，６８６円減少しております。

これは、公共下水道工事に伴う給配水管移

設工事の減少等によるものでございます。 

 目４業務費は９，８６７万５，４５０円

で、前年度に比べ１．０％、９５万５，１

８１円減少しております。これは、人件費

の減少等によるものでございます。 

 続きまして、３７ページ、目５総係費は

１億６，３４４万９，５６３円で、前年度

に比べ４．０％、６２９万６，０８７円増

加しております。これは、経営戦略作成に

係る委託料等の増によるものでございま

す。 

 目６減価償却費は３億３，４１７万４，

５９０円で、前年度に比べ７．１％、２，

５５３万３，３６７円減少しております。

これは、機械及び装置の減価償却費が減少

したものでございます。 

 目７資産減耗費は１億９，９７８万７，

９９０円で、前年度に比べ５，５８５．２％、

１億９，６２７万３，８４１円増加してお

ります。これは、主に電気計装設備の更新

に伴い、固定資産除却費が増加したことに

よるものでございます。 

 項２営業外費用、目１支払利息及び企業

債取扱諸費は５，２３９万９，２０４円で、

前年度に比べ７．９％、４４６万９，１５

４円減少しております。これは、企業債利

息が減少したものでございます。 

 ３８ページ、目２雑支出は３１３万５，

０６５円で、前年度に比べ１５１．１％、

１８８万６，３１８円増加しております。

これは、水道料金の過年度還付金の増加等

によるものでございます。 

 続きまして、「２．資本的収入支出明細

書」について、ご説明申し上げます。 

 款１資本的収入、項１、目１企業債は９

億９，５６０万円で、前年度に比べ２１

２．５％、６億７，７００万円増加してお

ります。これは、配水管の更新事業や太中

浄水場の電気計装設備更新事業のために

借り入れた企業債でございます。 

 項２、目１工事負担金は９０万円で、前

年度から皆増でございます。これは、消火

栓の設置に係る負担金でございます。 

 項３、目１交付金は４，７３６万円で、

前年度に比べ２３．８％、９１２万円増加

しております。これは、配水池の耐震化及

び老朽管路の更新に対する交付金でござ

います。 

 次に、支出でございますが、款１資本的

支出、項１建設改良費、目１施設改修費は

１０億７，３４４万４，５０１円で、前年

度に比べ７，６７６．２％、１０億５，９

６４万３０２円増加しております。これは、

太中浄水場の電気計装設備更新工事の工

事費の増加によるものでございます。 

 目２固定資産取得費は１，４０９万３，

８２６円で、前年度に比べ４１．１％、９

８３万２，６１１円減少しております。こ

れは、固定資産取得の減少によるものでご

ざいます。 

 目３配水管整備事業費は３億８，２７９

万４，７３４円で、前年度に比べ３０．３％、

８，８９５万２，０３０円増加しておりま

す。これは、配水管の更新事業に係る工事

請負費が増加したものでございます。 

 項２、目１企業債償還金は２億３，０７

６万８，２２８円で、前年度に比べ２．１％、

４８２万４，５１７円増加しております。

これは、企業債元金償還金が増加したもの

でございます。 
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 ３９ページ、項３、目１交付金返還金は

２８１万８５６円で、これは前年度の交付

金収入に対する課税仕入れに係る消費税

等相当額を返還するものでございます。 

 以上、平成３０年度摂津市水道事業会計

決算の内容の補足説明とさせていただき

ます。よろしくお願いします。 

○嶋野浩一朗委員長 説明が終わり、質疑

に入ります。 

 三好委員。 

○三好俊範委員 それでは、質問させてい

ただきます。 

 まず、決算書の貸借対照表１８ページの

ほうからお伺いしていきます。 

 有形固定資産の中で、建物、建築物、機

械、装置いろいろとありますけれども、全

部減価償却を打たれています。以前、耐用

年数を越えているものがあるという説明

を受けましたが、耐用年数を越えているも

のに対して、この資産価値というのはどの

ような形で計上されているのか、教えてい

ただきたいなと。通常、固定資産の減価償

却は最終ゼロになるものですけれども、耐

用年数を越えて使っているのであれば１

円のまま置いているのか、どのような形で

置かれているのか、その辺詳しく教えてい

ただきたいです。 

 続きまして、２４ページ、２５ページで

す。 

 昨年に続き、経営状況がどんどん悪化し

ている中で、なぜこんなに悪化しているの

かという話は今までも何回もさせていた

だいていますけれども、その中で、自己水

の供給量が減っています。給水原価のほう

も上がっておりますけれども、自己水が割

合として、なぜ減ったのかについて聞かせ

ていただきたいのと、２５ページの給水原

価についても上がっており、昨年１７

９．１９円から２０５．３２円に上がって

いますけれども、ここについても、もう一

度詳しく説明お願いいたします。 

 これについては以上です。 

 続きまして、決算概要のほうから質問さ

せていただきます。 

 １６６ページ、一般事務事業につきまし

て。 

 営業費用の中の原水・浄水及び送水費

の通信運搬費のほうが約４０万円上がっ

ております。その理由について、お教えく

ださい。 

 続きまして、その下、配水・給水費です。

平成３０年度は補償費が決算されており

ます。その内容について、教えていただき

たいです。 

 続きまして、その下、車両管理事業の中

の資本的支出車両運搬分です。これも新規

で上がっています。車か何かを買われたと

思うのですけれども、その内訳等の説明を

お願いいたします。 

 続きまして、２６８ページです。 

 太中浄水場の分です。 

 これは先ほどの自己水の分にも係って

くるかもしれないのですけれども、修繕費

のほうが上がっています。自己水の供給量

がなかなか確保するのが難しくなってく

るかもしれないみたいな話をされていま

したけれども、実際問題、その辺の修繕費

と自己水の給水量との因果関係も絡めて

教えていただければなと思います。 

 その下、動力費です。 

 給水量は減っていますけれども、動力費

のほうは上がっております。その理由につ

いて、改めて、ご説明お願いします。 

 続きまして、１７２ページです。 

 水道料金等収納事業についてです。 

 これは、前回、単価のほうが上がります
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という説明を受けたと思うので、そのせい

だとは思うのですけれども、コンビニ収納

業務委託料のほうが値段が上がっており

ます。とりあえずは、それについて、改め

まして上がっている理由について、お願い

します。 

 その下、営業外費用です。 

 その他雑支出、これが結構な金額が上が

っているのですけれども、１４７万１，８

９４円で昨年の４倍ぐらいになっている

のですけれども、何に伴うものなのか、教

えていただければと思います。 

 とりあえず１回目は以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 答弁を求めます。 

 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 三好委員からの

お問いにお答えさせていただきます。 

 １点目、決算書１８ページでございます。 

 減価償却費でございますが、有形固定資

産、建物、構築物、機械、工具等の費用を

計上しているところでございますが、平成

３０年度においても、平成２９年度に行い

ました基幹管路等の減価償却費を計上し

ているところでございます。 

 委員がお問いの耐用年数を越えた分に

ついてはどのように考えているかという

お話でございますが、例えば耐用年数４０

年の管路がございましたら、４０年で減価

償却をいたしますが、そこで、４０年を越

えても使っている管路でしたら、この分に

つきましては、減価償却としましては構造

物が残っておりますので、残存価値として、

９０％、今は９５％まではいっているかと

思うのですけれども、そこまで減価償却し

て、残存価格として５％、１０％のところ

を残して、例えば入れ替えをするとか、建

て替えをするとかという段階の中で除却

として計上させていただくという考え方

で行っているところでございます。 

 それと、２番目にお問いの給水原価につ

いてでございます。 

 平成３０年度は給水原価２０５円３２

銭という形でございます。給水原価につき

ましては、水道水１立方メートル当たりに

対する費用でございます。平成３０年度は、

平成２９年度と比較しまして２６．１円増

加しております。 

 要因としては、職員給与費、動力費の高

騰と、修繕費、薬品費が上がっております。

その反面、資本費の内、支払利息が減少し

ているのですが、その他の費用が大きく増

えております。内容としましては、昨年度、

電気計装設備、高額なものでございました

が、そこの部分で先ほどもお話ししていま

した固定資産除却という形で９０％まで、

耐用年数１０年ほどだと思うのですけれ

ども、約２０年ほど使わせていただいたと

いう中で、除却費が残った分につきまして、

その分について除却したと。金額にしまし

て１億７，６３７万円でございます。それ

と、水質モニターの更新におきましても８

３３万円というところで、この除却費が通

常の年よりも大きかったというのが給水

原価を上げております。 

○嶋野浩一朗委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 では、三好委員から

のご質問で、水道施設課にかかわる分につ

いて、お答えさせていただきます。 

 まず、自己水減少についての原因につい

てというお問いにお答えさせていただき

ます。 

 自己水は井戸でくみ上げているのです

けれども、経年でだんだんと、くみ上げ能

力自体がやはり下がってきております。長

期的に使うのであれば、急激に使うのでは

なく、やはり能力に見合った状態で少しず
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つ減らしてはいくのですけれども、長寿命

のためには、この程度の使い方しかできな

いのかなというのが今の現状となってお

ります。 

 次に、通信運搬費４０万円の減額という

ことですけれども、通信運搬費といいます

のは、太中浄水場と各浄水所施設との、い

ろいろ電気信号の送信にかかわる費用が

主でございます。これにつきまして、年度

当初に契約の見直しとかもやっておりま

す。通信相手と面談をしたり、あるいは、

今回は特に、既存の電気計装設備と新規の

電気計装設備と併用で使う時期がしばら

くありました。その分がありますので、例

年よりは多くなっていると、このようなこ

とになっております。 

 次に、補償金についてのお問いについて、

お答えさせていただきます。 

 この補償金につきましては、平成２９年

１２月に、摂津市の水道給水管が破損し、

漏水した水が大阪ガスの供給管に長期間

当たっていまして、それでガス漏れ事故を

起こしました。この分の補償金を支払って

おりますので、例年と違って、この分を今

回計上させていただいております。 

 次に、車両運搬費についてのお問いにつ

いて、お答えさせていただきます。 

 車両運搬費、これは私どもの維持管理係

が工事のときに行います掘削機を購入し

ております。運搬費の購入のみ金額を計上

しております。 

 次に、太中浄水場管理運営事業の修繕費

が上がっているというお問いについてと、

それについて自己水との絡みはどうかと

いうお問いについて、お答えさせていただ

きます。 

 先ほどもお話させていただきましたと

おり、やっぱりくみ上げについては、井戸

そのもののくみ上げ自身の能力によるも

のだと考えております。修繕につきまして

は、やはり電気計装にかかわる、いろいろ

な通信機械、あとはモーター類とか、そう

いう送水機器についての修繕もやってお

りますので、井戸のくみ上げと直接かかわ

りは余り関係性はないかなと、このように

考えております。 

 次に、動力費の上昇理由について、お問

いにお答えさせていただきます。 

 動力費は、これは送水のときに係る電気

代が主になっているのですけれども、電気

の使用料につきましても、そのものはやは

り減ってはいるのですけれども、電気の単

価が上昇しているということで、結果的に

は動力費が上昇したという形に。済みませ

ん、総水量も、電気の使用料もふえている

のですけれども、それよりも電気代の費用

のほうがかなり高くなっておりますので、

費用が上がっております。 

○嶋野浩一朗委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬料金課長 では、料金課にかかわり

ます２点のご質問について、お答えさせて

いただきます。 

 まず、質問番号８番、収納事務委託料の

増額につきまして、お答えさせていただき

ます。 

 委員のご指摘のとおり、単価の改定とい

うこともございますが、大きな理由といた

しましては、現在窓口収納業務につきまし

ては、銀行の窓口での収納及びコンビニエ

ンスストアでの窓口収納という形になっ

ております。こちらにつきまして、銀行窓

口収納よりもコンビニエンスストア収納

のほうが増加しておりまして、その割合が

コンビニのほうが多くなっていると。コン

ビニのほうが事務手数料が高くなってお

りますので、全体的に増額という形になっ
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ております。 

 ちなみに、平成２６年時点では銀行が３

０％、コンビニエンスストアが７０％の収

納でありましたが、平成３０年度におきま

しては銀行が２０％、コンビニエンススト

アが８０％ということで、約１０％の増加

という形になっております。 

 続きまして、営業外その他支出がかなり

増額になっているという件でございます

が、こちらの科目につきましては、基本的

には漏水減免の還付に当てる科目となっ

ております。通常でしたら漏水減免の還付

につきましては、実際にお金をお返しする

のではなくて、翌請求分と相殺という形が

基本でございますが、平成３０年度におき

ましては、地震の関係から、かなり大口の

漏水が発生しておりまして、金額的に多額

の還付が発生したということで、このよう

な形の増額とさせていただいております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 先ほどの説明を訂

正させていただきます。 

 電力料の動力費につきましては、昨年度

は支払いの関係上、１１か月、平成２９年

度は３月分の支払いを平成３０年度のほ

うに振りかえた形になっておりまして、昨

年度だけは１１か月で、平成３０年度は１

２か月払っていますので、その分、金額が

ふえている、それと、あと電力量の単価が

上がった、その辺の分になっております。

訂正させていただきます。 

○嶋野浩一朗委員長 平成３０年度は１

２か月でいいのですか。 

 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 平成３０年度は１

２か月です。平成２９年度が１１か月にな

っていますので、１か月ほど額が浮くとい

うことで、済みません、訂正します。 

○嶋野浩一朗委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 ２回目、では質問させて

いただきます。 

 減価償却の考え方については、もう１点

だけお伺いしたいのですけれども。 

 通常１０年の減価償却等々で組んでい

けば、１０年たてば資産価値はゼロになる

わけです。ただ、企業会計を行っていく上

で使用しているものに関しては資産を残

しておかないといけないので、先ほどは１

０％だったり、５％であったり、切りかえ

をされると言われていましたけれども、そ

れは例えば、通常でいえば４０年耐用年数

でいけば４０年たてばゼロになるわけで、

どの時点で５％残しに変えていっている

のか。企業会計は、上水道に関しては最初

から減価償却を始めているということで

したので、５０年たっているものであれば、

４０年の時点で１円とかで残すのだった

ら理解できるのですけれども、５％をどの

時点で減価償却の計算方法を変えていっ

ているのか、ちょっと教えてえいただきた

いというのが１点です。 

 あと、上水道のほうは、流動負債の対照

表を見ていても、下水道と比べれば、全然

ましなのだというのが理解できます。この

有形固定資産の資産価値がはっきり言っ

て、そのまま後々改修しないといけない費

用だと私は認識していたのですけれども、

そうやって有形固定資産を延ばすことに

よって、見えない改修が必要になってくる

のではないかなという見方をしないとい

けないのではないかなと思ってきまして、

例えば、建築物であると１２０億円資産が

ある中で、５５億円については減価償却が

終わっていると。なので、あと６５億円を

用意すればいいという発想かなと思って
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いたのですが、今の１０年オーバーしてい

るものとかを入れていくと、もっともっと

構造物に対して用意しないといけないお

金が多くなるのではないかと思うのです

けれども、そのあたりについての見解を教

えていただければなと思います。 

 続きまして、自己水に関してです。 

 構成比が下がった理由に関しては、やは

り太中浄水場のくみ上げが、今、芳しくな

い、長期的に利用していくためには収水量

を減らしていかないといけないと思われ

ているのかなと思いました。 

そうなってくると、今後どんどん、大阪広

域水道企業団から買わないといけない水

がふえていくのかなと思っているのです

けれども。現段階でわかる範囲で教えてい

ただきたいのですけれども、構成比という

のは最終的にどの辺ぐらいまで考えてい

らっしゃるのか教えていただきたいです。 

 給水原価につきましては理解できまし

た。 

 これもなぜ上がったかといったら、固定

資産の年数が過ぎていた分が一気にどん

と来た分があったからという答弁があっ

たと思うのですけれども、理解はしました。 

 これについては以上です。 

 続きまして、こちらの決算概要のほうか

ら聞かせていただきます。 

 通信運搬費については、使用頻度が上が

ったということで一定の理解はいたしま

した。これについては、もう結構です。 

 補償金につきましても、大阪ガスへの補

償をしないといけなかったと。今まで補償

する機会がなかったからゼロで上がって

いたというので、これに関しても理解いた

しました。 

 車両運搬具に関しても、掘削機を１台買

われたと。前回の分に関しては廃棄された

のか、それの耐用年数はどこまで行ってい

たのか、それも先ほどの絡みではあります

けれども、教えていただければなと思いま

す。 

 続きまして、太中浄水場の修繕費につき

ましてです。 

 給水の量とは、おおむね関係はないが、

修繕費自体は上がってきているというこ

とでした。これについても、毎年毎年、修

繕費というのは上げていらっしゃると思

うのですけれども、予測になりますが、ま

たこれも上がってくる方向で考えていら

っしゃるのか、そのあたり、お願いします。 

 動力費につきましては、平成２９年度に

関しては１１か月と、平成３０年度に関し

ては１２か月分なので費用が上がったと

いう説明を受けて、プラスアルファ、関西

電力の電気代の単価も上がっているとい

うことで、一定理解いたしました。 

 これに関しては、節電をできる箇所があ

るのかどうかはわからないのですけれど

も、とめるわけにはいかないので、何かそ

ういう努力はされているのか、教えてくだ

さい。 

 続きまして、１７２ページです。 

 コンビニの収納の委託料についてお聞

きしました分です。単価も高くなってると、

そして、割合もふえてきているということ

でした。 

 クレジットカードの決済についてちょ

っと聞かせていただいたことがあるんで

す。摂津市というのは、２か月に一回水道

料金の徴収をされていますけども、市によ

っては１か月に一回徴収しているところ

があると。やはり銀行口座引き落としにし

てると、電気代は毎月のことですからやり

ますけど、水道料金は２か月に一回だとち

ょっと忘れてしまうことがあるという話
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をさせてもらって、コンビニも便利なんで

すけど、クレジットカードで登録さえして

おけば未収率も下がりますし、一旦カード

会社が払ってくれるものなので、払い忘れ

というのが減るんじゃないかという話さ

せてもらったときに、コスト面でカード会

社へ払う手数料が高いという返答をいた

だいたわけです。 

 そこに関して検討はしていただくとい

う話をされていたんですけども、その後、

どういう考え方になっているのか。教えて

いただきたい。 

 市によれば、クレジットカード決済にす

る、選択をすればそれに対する手数料を利

用者負担にしているところなどもあると

いうのを聞いています。そういった選択肢。

今、増税しまして、８％から１０％になり

まして、キャッシュレスをしたら２％バッ

クとか、政府の施策としてやってる中で、

摂津市としては改めましてどのような考

えなのか。同じことを２年ぐらい聞いてる

と思うんですけど、ちょっと改めまして教

えていただきたいです。 

 それに伴い、追加でこれに関してなんで

すけど、催促されると思うんです。未収の

分に関しては、委託をされて、電話等々で

支払いの催促をされるということなんで

すけども、今はどれぐらいの件数があるの

かというのと、払いたくても払えないので

はなくて、ただ単に支払いを失念していた

っていうような件数というのはどれぐら

いあるのか。 

 正直、それをするだけでも市としては損

害なわけで、電話をかける人を用意しない

といけない、電話代を使わないといけない

っていう損害なわけですし、そういう人た

ちがどれぐらいいるのか、ちょっと改めて

教えてもらいたいなと思います。 

 その他の雑支出に関しては、漏水減免の

還付に関してっていうことだったので、地

震のときのもので、規模が大きいというこ

とで、ある程度理解いたしました。 

 ２回目、以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 三好委員の質問

に、２回目のご質問にお答えさせていただ

きます。 

 一つ目の減価償却費でございます。１０

年間で資産というか、１０年たつと価値が

ゼロではないかとお話だったと思うんで

すけども、固定資産につきまして、価値と

いうか、その部分につきまして機能という

ところで減少をしてくるという期間の中

では、価値はゼロといういう内容がござい

ましたが、価値というか、どの時点までか

と、例えば１０年間の価値というのか、耐

用年数がございました１０年目まで減価

償却して、残り１０％、例えば１００万円

のものでしたら１０万円を残して、そこは

もう処分するまで残していくと、９０万円

までは減価償却をして、残りの１０万円を

除却費として残しております。価値として、

そこを残してというところで考えており

ます。 

 それと、減価償却費済みの分でございま

すが委員がおっしゃるとおり、今、有形・

無形固定資産は、２０２億８０００万円、

その部分では、例えば構築物でいいますと

１２０億３０００万円、この中で減価償却

費済みの減価償却費の累計額５５億１０

００万円、価値としては６５億１７１５万

円ところでございます。 

 ここの分につきましては、委員がご指摘

のとおり、もともとの購入価格でございま

す。例えば、この令和元年でございますけ

ども、３０年前の平成元年のときの価値で
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この減価償却を決められておりますので、

そこの部分でも物価の変動というか。ただ

いま減価償却費としては水道事業におい

ては２６億円あります。平成３０年度決算

ではこの２６億円でここの分を対処をし

ていく過程で、その中では収支の増減をし

ながら、毎年ためながらというようなとこ

ろでございます。 

 ただ、平成３０年度におきましては、増

加分と減少分がございました。増加分がふ

えてますので、減価償却費は増加している

ところでございますけども、ただ、全体的

には一斉に更新ということは難しいかと

思うんですけども、減価償却費を使用しな

がら、更新を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 では、三好委員の２

回目のご質問にお答えさせていただきま

す。 

 まず、自己水の減少について、減少の傾

向から、今後の構成比がどうなるかという

ことにはなるんですけれども、私どものほ

うが考えているのは、一応、日常ほぼ６，

８００トン程度ではいけるのではなかろ

うか。その量であれば長期的には使えるの

でなかろうかなという予想はしておりま

す。 

 現在、日常ですけど、７，９００立方メ

ートルになっております。 

 ですので、その分、少しずつ下げていっ

て、長寿命はさせていきたいと思ってはい

るところなんですけれども、能力的な問題

から考えているところなんです。全体の水

道の使用量につきましても、現在、減少傾

向にはなっておりますので、その比率とい

う面では、現在の比率から若干、自己水の

比率は下がる程度でおさまっていくので

はなかろうかなと、能力的な面からいきま

すと、そういうように予想しているところ

でございます。 

 続いて、運搬具のローターについてなん

ですが、これは平成９年ごろに購入してお

ります。ですので、もう２０年以上経過し

ておりまして、かなり老朽化しております。 

 ですので、実作業におきましても、支障

が起きかねない状態になっておりました

もんですので、購入させていただいたと、

そのような理由になっております。 

 次に、修繕費の予測についてというご質

問についてお答えさせていただきます。 

 修繕費につきましては、大体、決算、こ

こ数年見てますと４，０００万円を超えた

状態になっております。やはり更新、修繕

になりますと、やはり機械もだんだん古く

なってきておりますし、更新すると、それ

ぞれの部品自身が高くなってきておりま

す。ですので、この金額がこれ以上下がる

ということは考えにくいなと、このように

考えているところでございます。 

 続いて、電気の使用量についてのご質問

についてお答えさせていただきます。 

 やはり電気、できるだけ無駄遣いしたく

ないようにということで、運転のほう、例

えば送水に見合った小型のポンプを運転

を長くするとか。そういう形で工夫はさせ

ていただいております。 

 また、ポンプの購入のときには節電型の

ポンプを購入したりということで、機械の

製品と、それから運転の工夫によって、電

気の使用量については、できるだけ少なく

していこうと考えているところでござい

ます。 

 一応、参考にですけども、私どものほう、

過去５年ほど配水量の１トン当たりどれ
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ぐらい電気を使っているかというのは計

算しております。平成２５年から平成３０

年にかけて右肩下がりで下がっておりま

す。その分、努力をして運転のほうをやっ

ております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬料金課長 それでは、クレジットカ

ード決済等の収納方法につきまして、どう

いう検討をしたのかということでござい

ます。 

 この４月以降、他市等を調査いたしまし

て、クレジットカード決済、キャッシュレ

スを含めた決済方法につきまして調査、ま

たヒアリング等をさせていただきました。 

 クレジットカード決済につきましては、

委員がおっしゃられましたとおり、手数料

を上乗せした形での徴収という部分もご

ざいますが、基本的には市側で手数料をも

って納付していただくという形が主であ

ったかと思われます。 

 現在、そのクレジットカード収納につき

ましては、いわゆるヤフー公金収納という

ところを使われているところが、ほとんど

でございます。 

 こちらヤフー公金収納でございますが、

これはちょっとヤフー側の事情によりま

して、現在、新規受付は停止している状態

でございまして、各市ともそちらが再開さ

れるのを、ちょっと待っているという状態

になっておりまして、クレジットカード収

納につきましては、ちょっと停滞ぎみだと

認識しております。 

 さらに、大阪市と島本町につきましては、

新聞の報道でもございましたとおり、いわ

ゆるラインペイ収納というものを実施を

されておられます。こちらキャッシュレス

決済でございますが、メリットといたしま

しては、従来の納付書のバーコードをご自

宅等で読み取ってラインペイで支払うと

いう形で、外出が困難であるとか障害を持

たれている方で、なかなか窓口に来れない

という方に対する収納方法の一つとして

今後導入が進むのではないかと想定して

おります。 

 いずれにいたしましても、こちら収納代

行業者と、システムのほうの絡みというの

がございまして、すぐに導入というのはち

ょっと難しいのかなと考えておりますが、

今後、恐らく水道料金システムの見直し等

がございます。それに合わせて、そういっ

た多種多様な収納方法について導入して

いきたいと考えております。 

 以上でございます。 

 続きまして、督・催促の件数等でござい

ます。済みません。ちょっと私のほうで正

確な数字というのはちょっと把握してお

らないのですけども、数字のほうは、今ち

ょっと調べまして、また、後ほどお伝えさ

せていただこうと思います。 

 最終的には、督・催促でお気づきいただ

いてお支払いいただきますが、最終的には

そういったことでもお支払いいただかな

い場合は、最終的には給水停止ということ

をさせていただくことになっております。 

 平成３０年度につきましては、２５５件

給水停止を実施しております。お支払いい

ただかない場合もあるんですけども、最終

的にはお支払いいただくことになりまし

て、現在、平成３０年度の調定につきまし

ては、収納率９９．５％ということで、高

い数字でお納めいただいている状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 正確な数字を把握して
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いないのは、ちょっとおかしいと思います

けど。これ決算で質疑応答してるときに、

きちっとした数字を出すというのは当然

の話です。それを把握していないというの

は、ちょっと疑問を感じるんやけど、どう

ですか。 

○嶋野浩一朗委員長 これ以外のところ

で再度質問していただいて、もう一度、三

好委員の質問の終わった後に、報告いただ

きますように、よろしくお願いいたします。 

 それでは、三好委員。 

○三好俊範委員 この貸借対照表につい

て、例えば管路でありますとか、先ほどの

車もそうです。車なんかは恐らく１０年ぐ

らいで減価償却が済むと思うんですけど、

プラス１０年、それは努力して使っていた

だいてるから、全然構わない。むしろ喜ば

しいことなんですけど。 

末永参事に言ってもらったとおり、当時

１００万円で買ったものが、２０年後使え

なくなったら、また１００万円要ります。

１００万円で買い直さないといけないで

すよという話なんですけど。ある程度理解

はできているんですけども、そういう耐用

年数を超えている管路とかが、どれぐらい

の割合であるのか教えていただけたらな

と思います。この質問は以上です。 

 続きまして、自己水に関してです。太中

の水を飲める機会が減るのかなと。今もま

ぜたりとか、努力されていると聞いてます

けども、思ったよりもやはりさっきから何

回も言いますけど、減るのだなと。 

 大阪広域企業水道企業団から買う単価

が減ったと話がありましたけども、結局の

ところ買う量が上がってますんで、金額的

にはふえてるところであります。お話を聞

くまでは修理さえすればもうちょっとも

とに戻るんかなとは思っていたんですけ

ど、思ったよりも減るんだなと。７，９０

０トンから６，８００トンに減る見通しだ

ということですけども、これは自然のもん

なので、ある程度は仕方がないかなとは思

うんですが、また、これは今後聞いていき

ますけど、不安材料がふえたなという印象

です。この質問に関しては、特にありませ

んので、これぐらいにしておきます。 

 続きまして、車両の掘削機の購入です。

耐用年数の２０年使われた分を購入され

たということで、こちらについても理解い

たしました。通常の減価償却を超えたとこ

ろまで使われたということなので、これに

関しては大丈夫です。 

 修繕費に関しても、単価自体は減ってる

ということなので努力をしていただいて

いるんだなと。 

 ただ、経営状態的には厳しいものがある

ので、ちょっといろいろ考えていかないと

いけないなとは思うんですが、これもとり

あえずは、一旦これぐらいにしておきます。 

 収納について、キャッシュレスの部分だ

け話させてもらいます。電子マネー等のキ

ャッシュレス決済はやっぱり便利なんで

す。先ほどおっしゃられたとおり、家から

外出できない人でも、自分で確認して支払

うことができる。やはり最近ちょっと高齢

者向けの、そういったやり方を教えるよう

なサービスとかも生まれてきてるみたい

ですし、そこに関しては、やはり、もうち

ょっと具体的に早急に進めていただきた

いなと。 

 利用者の支払い方が、多種多様になって

きてますんで、そのあたりちょっと真剣に

考えていただきたいです。クレジットカー

ド払いに対応して、手数料を利用者の費用

負担にして導入したとしても、クレジット

カード会社からポイント還元があったり
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しますので、時代に沿ったやり方を考えて

いっていただきたいなと思います。 

○嶋野浩一朗委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬料金課長 ちょっと用意できてお

りませんで、申しわけございませんでした。 

 平成３０年度の、まず督促です。納期ま

でにお支払いいただかなかった利用者の

方に対して送る督促状でございますが７，

９３２件、それでお支払いいただくんです

けども、ほとんどの方は。それでもお支払

いいただかない場合につきまして、給水停

止予告というものを送ります。そっちにつ

きましては２，８０１件となっております。 

 給水停止予告につきましてもお支払い

いただかない場合、連絡がない場合につき

ましては、実際に給水停止ということをさ

せていただいております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 三好委員からの

ご質問にお答えさせていただきます。 

 耐用年数の部分でございますが、耐用年

数は、管路で申しますと、水道事業のほう

で、水道管でございますが、水道管路にお

きましては、経年劣化率は４１％でござい

ます。 

 この中にも、ここ最近、大体３０％ぐら

いを推移していたんですが、耐用年数とし

て過去は鳥飼地区で大きな区画整理があ

りまして、それから４０年たっているとこ

ろで、その分が順次増加してきているとい

うところでございます。 

○嶋野浩一朗委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 経年劣化率が４１％で

すんで、やはりちょっと数的には、結構な

部分なんだなと改めて思います。水道料金

も上げないといけないという経営戦略を

いただきました。実際、企業会計を見る限

りでは、仕方がないのかなというのが、私

の意見なんですけど。 

 ただ今後、計画外に水道管が破裂したり

とか、突発の対応においては、費用的にも

そうなんですけど、かなり厳しくなってし

まいますんで、私もちょっと頭を悩ませて

るんですけど、できるだけ後回しにせずに、

延命ではなくて、次の世代に託すことので

きる対応を、ちょっとお願いしておきたい

なと、意見申し上げまして質問を終わりま

す。 

 続きまして、督促について、督促状を送

られるだけということですけども、郵送費

等々、これもまたかかってくると思うんで

すけど、７，９３２件督促状を送られてい

ると。 

 水道なんで、命にかかわる問題で、とめ

るのは、なかなかないとよく聞きますけど

も、給水停止予告を送らないといけないと

いう人が２，８０１件ということでした。

５，０００件以上が、督促状を送れば、す

ぐに払ってくれているという認識だと思

います。 

 さっき言いました支払い忘れのパター

ンが結構多いと思うんです。 

 なので、先ほども申し上げましたけども、

クレジットカード決済にすれば、カード会

社が最初に払ってくれますから、とりあえ

ずは本市の収入としては入ってきますし、

この５，０００通分の無駄だったかもしれ

ない督促状を削減できるかもしれない。そ

の費用対効果もちょっと考えていただい

て、システムを組み直さないといけないと

いうのがあるとは思います。ここに関して

の人件費でありますとか、費用負担の分、

やはり削減できる可能性はありますし、利

用者にとっても便利になる可能性がるこ

となので、これについては、利用者に対し
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ても、こちら事業者側に対しても両得なの

かなと思いますので、引き続き検討し、早

期導入を要望して質問を終わりたいと思

います。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 三好委員の質問は

終わりました。 

 他にございますか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 それでは、数件ですが質問

させていただきます。 

 三好委員のほうでも聞いていてダブる

ところがありますので、割愛しながらお聞

きをしていきたいと思いますが、重なる部

分は多々あるかと思いますので、よろしく

お願いします。 

 まず最初に、水道料金のことについてお

聞きします。 

 これは、上下水道ビジョンも示された中

でも、いろいろな議論があり、パブリック

コメントもたくさん寄せられています。議

場でも山口部長からシミュレーションと

いうことで、水道の中身を市民の皆さんに

知っていただきたいと、実情を見ていただ

く中で、シミュレーションとしてはこうい

った４年後の２５％の料金改定というこ

とが示されたというようなご答弁をいた

だいておりまして、今後いろいろダウンサ

イジング、ステップダウン、いろいろなこ

とを努力もしていただきながら、値上げあ

りきということではないということだと

理解をしているわけです。 

 上水道、下水道どちらにしましても更新

費用が、これからかさんでいくことは明ら

かでありますし、当然、人口減少であった

り、節水機器等の普及などによって、水道

収入はなかなかふえていかないというご

説明というのは、もうそのとおりだなと思

いますので、やはり一緒に我々も考えてい

きながら、市民の皆さんに中身をしっかり

見ていただいて、透明性を明らかにしなが

ら、同時に国のほうにも補助を求めていく

という取り組みを、私も考えていきたいな

とは思っております。 

 最初に、いろいろ能書きを言ってしまい

ましたんですけども、料金につきましては、

ちょっとお聞きしたいと思います。 

 これは、いつも何度も取り上げて、大変

恐縮ですけども、水道料金について、水道

ビジョンの中の各市の１０立方メートル

と２０立方メートルの使用に対して１か

月の水道料金の棒グラフが載っておりま

すので、何度も繰り返しますけども、摂津

市の２０立方の水道料金の１か月では、大

阪府内４３市町村の中では２２番目と、大

体中位に位置をして、北摂７市に限ります

と、２番目の高さだということです。 

 我々は、よく市民の皆さんと一緒に声を

上げる場合、下水道料金等を含めると、北

摂７市でも一番高いということで指摘を

しながら、市民生活を守るということで、

声を上げているわけです。平成２９年度の

末の数字が水道ビジョンの中では示され

ておりますので、平成３０年度について、

他市との比較です。摂津市は水道料金を平

成３０年度改定はされておられなかった

と思いますので、他市が値上げ、もしくは

値下げされているということがあるかと

思います。その辺の順位がどのぐらいの位

置にランクされているのか。お聞かせをい

ただきたいと思います。 

 それから、先ほども質問・答弁があった

かと思いますが、給水原価、供給単価のこ

とです。 

 平成３０年度を見ますと、給水原価が供

給単価を１４円４２銭上回っているとい
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うことで、その分、単純に考えると水道を

売れば売るほど赤字が膨らんでいくとい

うことになっているかと思います。 

 平成２９年度は黒字だったと思うんで

すけども、赤字の原因と、その不足部分を

どう補てんされるのか。基本的なことであ

りますけども、お聞かせください。 

 それから、有効有収水量、有収率のこと

であります。全体的に総排水量が、今回増

加しているんです。給水人口等もふえてき

ているのかなと思いますが、総配水量がわ

ずかに増加している中で、有効有収水量と

いうのは下がっていると。 

 しかも、こちらの意見書を見てみますと、

２２年間連続で有効有収水量というのは

下がっているというご説明が記されてお

ります。 

 総配水量の増加は、大口需要家が地下水

くみ上げ等をやって、減る一方で一定マン

ション開発等もあってふえていってる部

分があるのかなと理解できるんですが、有

効有収水量の減っている原因について、改

めてお聞かせをいただきたいと思います。 

 それから、同時に聞きたいのは、不明水

です。不明水についても、こちらの事業年

報のほうでちょっと見てみますと、不明水

が平成２７年以降ずっと増加をしていて、

平成３０年度は平成２９年度と比較して

も、約８万立方メートル、１９％増という

ことになっています。どこかへいってしま

って、水道料金が入ってこないというもの

が約５０万立方メートルということにな

っているわけです。前年と比べても５倍ほ

どになっているわけですので、その増加の

原因についても合わせてお聞かせくださ

い。 

 それから、今、三好委員からもお話があ

りました水道料金の支払いの件でござい

ます。 

 水道料金だけでなく、公共料金であった

り、保険料であったり、税金など、市民の

負担がふえてきています。 

 一方で収入というのは、一部の方を除い

てふえていない。逆に減っているという状

況の下で、先ほどのお話では失念していて

支払いのできない方がたくさんいらっし

ゃると思いますが、一方で、やはり深刻な

経済状況の下で払いたくても払えないと

いう方もいらっしゃるかと思います。 

 改めて、先ほど約７，９３２件督促を出

されて、給水停止予告２，８０１件という

ことでありますが、給水停止に至った件数

も、ちょっと一緒に、この間の経過ととも

に教えていただきたいのと、督促を出され

るタイミングについてです。どの時点で出

されるのかということを、ちょっとお聞か

せをいただきたいなと思います。 

 それから、これもこれまでの議論でもい

ろんな委員が取り上げられたかと思いま

すが、水道の職員の年齢構成であるとか、

勤続年数、別の構成が事業年報の最初のほ

うに載っております。 

 やはり水道事業というのは、専門性の非

常に高いものでありますので、職員の経験、

専門性の向上等が非常に求められている

と思います。 

 改めて、この間、水道職員の年齢別及び

勤務年数別の構成等、ちょっと教えていた

だきたいと思います。 

 それから、危機管理にかかわって、少し

お聞きしたいと思います。 

 平成３０年度というのは大阪北部地震、

それから台風２１号によって、摂津市内で

も大きな被害が起きました。停電もあり、

ガスもとまったりして不自由な生活を数

日間余儀なくされたという中で停電によ
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って断水する地域、漏水による被害もあっ

たかと思いますので、初めに昨年のこの災

害時の水道にかかわる被害状況について、

ご報告をいただきたいと思います。 

 １回目は、以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 答弁をお願いいた

します。 

 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 安藤委員のご質

問にお答えさせていただきます。 

 １番目に質問をいただきました水道料

金の他市の比較でございます。 

 この大阪地域と申しますか。先ほど委員

がおっしゃるとおり、府域全体で申します

と４３団体中２２番目と。この間の移動で

ございますが、吹田市が値上げをされたが

私どもの水道料金よりは安価であるとい

うところでいいますと、北摂地域の中で申

しますと、その順位的には、現状変わって

いないところでございます。 

 それと、２番目にご質問いただきました

供給単価、給水原価の関係でございます。

安藤委員がおっしゃるとおり、本年度は、

供給単価よりも原価のほうが上回ってい

ると、売れば売るほどというお話もござい

ましたが、ことしは先ほども委員の質問の

中でもお話しさせていただきましたが、除

却費がことしに限っては大きかったとい

うところであります。 

 ただ、１４ページの損益計算書のほうに

も記載させていただいておるところでご

ざいますが、給水原価、供給単価の逆転に

伴いまして、営業利益はマイナスになって

いるかと思いますが、ただ、営業外等々、

経常利益は、今のところプラスで、当然、

純利益も８，０００万円ほど上がっておる

状態の中では、来年以降、今の想定の中で

は、供給単価のほうが多少なりとも上回る

ような状態を確保していけるというとこ

ろでございます。 

 それと、年齢構成のほうでございますが、

以前から水道事業の人員について、年齢構

成、高齢化しているというところでござい

ますが、年齢構成につきましては、前回の

予算書の中でも５０歳を超過していると

いうお話もさせていただきました。 

 ただ、この年齢構成につきましても、５

０歳から５４歳の部分で３８名とか、高齢

化していると。将来的には、職員の育成も

含めまして、約６年後には、約半分の職員

が退職する、定年退職する形にはなってく

るかと思います。 

 ただ、ことし人事課のほうにも協力いた

だきながら、この４月には新規採用職員、

この１０月にも新規採用職員の技術者と

配属していただきまして、幾らかの年齢、

平均年齢のほうが下がってきたのかなと

いう流れも、大方の人間が５０歳を超えて

いるという中で、危惧していかなければな

らないというところの中では、下水道事業

の職員は若年層もおりますので、その辺の

人事交流をしながら、事業のほうを進めて

まいりたいと考えているところでござい

ます。 

 それと、最後の危機管理、前回の地震時

の被害という状況でございますが、以前に

も大阪北部地震でいろいろございまして、

この中で、浄水場の施設とかいうところで

は、被害は発生しております。 

 その中で、被害状況でございますが、太

中浄水場の流入管管路の空気弁の漏水、宅

内のほうにつきましては、地震において市

民の皆様から漏水等々の修繕という形で

発生しております。件数的には、他市に比

べましては大きな管路漏水というか、その

辺はございませんでしたが、ただ、濁り水
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が発生したというのは、地震によるもので

あるかと考えております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 では、安藤委員のご

質問で、水道施設課に関することについて

お答えさせていただきます。 

 まず、有収率の低下の原因ということに

ついてのご質問についてお答えさせても

らいます。 

 有収率につきまして、平成２７年度は９

４．３％でありまして、それからずっと低

下傾向になっています。昨年はちょっと９

１．５％と、かなり低い値にはなったんで

すけども、昨年は地震によりまして、減免

水量というものが、約８万３，０００トン

ほどありました。これが私どもとしまして

は、使われていましたら、若干この数字が、

もう少し上がっていったのではなかろう

かなと、そのようには思っています。 

 次の不明水対策のご質問等に連動はす

るんですけれども、やはり不明水が多いか

らこそ有収率が下がってるということも

ありますので、私どもは、やはり毎月です

けれども、各送水施設のほうからの配水量

につきましては、前年度と比較をして、違

いがないか会議は、毎月課内で行っており

ます。 

 その中で、一例で挙げさせていただきま

したら、昨年に、千里丘送水所の送水量が

ちょっと数字が高いなと、一昨年に比べま

して、昨年度は高いなという結果になりま

したもんですので、千里丘送水所の区域の

中で漏水探知の調査を重点的にやらさせ

ていただきました。 

 千里丘送水区域、ＪＲ以北の範囲とはい

え、配水管かなり多くありますので、調査

を調べてすぐに漏水箇所が見つかるとい

うものではなかったんです。結果的に、お

かしいと、７月ぐらいにわかりまして、見

つけたのが１月の末になっております。 

 そのときの流量につきまして、想定なん

ですけども、その１０か月間でやはり５万

トンぐらい流れていたのではなかろうか

なと、これはあくまで流量計があるわけで

はございませんので流量のデータから推

定した中では、その辺ぐらいは少なくとも

流れていたのであろう。そういう形を考え

ますと、不明水のほうも、委員がご指摘の

分も５０万トンから５万トン減らしても、

まだ多いのは十分承知はしておるんです

けれども、この辺の問題意識をかなり持ち

ながら作業はさせていただいております。

不明水見つけるには、原因の場所を見つけ

ないといけないということになりますの

で、なかなか一朝一夕に見つけることはで

きませんけれども、このような作業は、こ

こ２年続けております。なかなか効果が出

てこないんですけれども、その辺の私ども

の努力のほうはご理解していただきたい

な。このように思っております。 

 以上です。 

 それから、もう一つ、危機管理につきま

しては、今、末永参事が話させてもらった

とおりです。施設の中について、一部破損

しました。送水につきましては、地震も、

台風のときも水を流すことだけはとめず

にやれたと、そのようにできたと思ってお

ります。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬料金課長 それでは、料金課にかか

わりますご質問についてお答えさせてい

ただきます。 

 まず、払いたくても払えないご利用者の

皆様について給水停止に至るまで、どうい
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うことなのかというご質問でございます。 

 やはり中には病気をされて、収入がない

などの理由からお支払いが困難な方とい

うのは、実際におられます。そういった方

につきましては、ご相談いただきましたら、

停水するのではなく、分割等の納付相談を

お受けして、長期的視点から無理なくお支

払いできるような形というものを、ご案内、

ご相談させていただいております。 

 また、そういったことが長期化するよう

でございましたら、福祉部門と連携させて

いただきまして、市の福祉的サービスのご

紹介をするなど、ご負担のない形で継続的

にお支払いいただける形で対応をしてお

ります。 

 そういった中で、こちらからお問いかけ

したとしても、ご連絡がない。全くコンタ

クトができない方につきましては、一旦給

水停止をさせていただきまして、窓口に来

られた際に、今後の納付相談というものを

させていただくという形で、一度閉めて、

再開栓をしたものが、昨年度２５５件とな

っております。 

 また、次のご質問でございますが、督促

のタイミングでございます。本市につきま

しては、検針が２か月ごとの検針となって

おります。その２か月ごとに検針をいたし

まして、料金が確定いたしまして、納付書

等を送らせていただきますが、その納期限

が到来してお支払いいただかない場合に

督促を送らせていただきます。 

 その次の２か月分の納付書が、さらにお

支払いいただかない場合、４か月分滞納を

した時点で給水停止予告ということを送

らせていただいております。 

 大体の場合、先ほど申し上げましたよう

に、その時点でお支払いいただけることが

多いという状況になっております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 ありがとうございます。 

 料金について、吹田市など一部引き上げ

はされたけども、ランク的には変わってい

ないという、吹田市はもともとの水道料金

がかなり安いということもあるかもしれ

ない。 

 この際、参考までにこの１０月から消費

税が１０％に上がって、最初の検針は激変

緩和で８％の形だけども、２回目の検針か

らは１０％ということになるということ

で、上下水道含めて、その分の２ポイント

上がっていくということですけども、これ

は他市の状況等がもしわかっていれば、教

えていただきたいなと。 

 それから、給水原価が供給単価を上回っ

ている件については、一時的なものである

ということで、いろんな経費もかさんでい

たということです。今後また推移を見てい

きたいと思っております。 

 それから、不明水です。有効有収水量に

つきましては理解をいたします。 

 特に、昨年度につきましては、減免水量

１万トンがあったということでありまし

たと思いますが、これは不明水、８万トン

です。 

 それが、特に特別な事情ではあるかと思

いますが、有効有収水量がこの２２年間ず

っと下がり続けているということについ

てはどうなのか。 

 先ほども不明水とあわせてお話をいた

だいたんですが、やはり不明水がもう、逆

に言えば上がり続けている。送水管やいろ

いろ施設の老朽化などが影響をしている

のかなと思いますが、ちょっとその点の、

その長期にわたって有効有収水量がずっ

と下がり続けているという問題について、
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もう一度ちょっとご説明をいただきたい

と思います。 

 それから不明水については、本当に難し

い問題だと思いますが、今、ご説明いただ

いて、一定のめどを立てながら、粘り強く

漏水箇所を見つけていただくという点で

は、本当に大変なことで、土の下に埋まっ

ているものをわかるようにするというの

は、なかなか困難なことなんだろうと思い

ますけども、引き続き努力を続けていただ

きたいなと思います。 

 漏水によって、今回、配水管、送水管の

修繕について、事業年報のほうでも９４ペ

ージにありますが、給水装置等の修繕の件

数が載っておりまして、送水管などのポリ

エチレン化とか、または仕切り弁とか、消

火栓であるとか、いろいろなものが出てお

りますが、昨年度と比べると合計の件数で

いきますと１３０件ほどふえています。こ

れはやっぱり漏水ともかかわっている修

繕件数だと見ていいのか。ちょっとその辺

の見方の問題をあわせまして、ビニール管

とか、鉛管とか、ポリエチレン管ですとか、

水道管、送水管等の修繕が多くなっており

ます。 

 この点についても、その漏水のチェック

の作業が、こういったところにあらわれて

いるのか。 

 あと、その他の部分が２７８件と多く高

い比率になっているんですけども、その辺

はどういったものなのか。ちょっとこの差

を教えていただけたらと思います。 

 それと、水道料金の督促から給水停止予

告の一連の流れについてご説明をいただ

きました。 

 水道料金というのは、先ほど三好委員か

らもお話ありましたように、生きていく上

で、大事なもの、命にかかわるものという

ことで、水道料金の納付はもちろんしてい

ただかないといけないことでありますけ

れども、やはり命にかかわることですので、

その停止と納付というのを連携するとい

うことについて、少しやはり疑問を感じる

部分があるんです。 

 もちろん停止されるよということが来

て、慌ててきてくれるという面もあるかと

思いますけども、本当に困ってしまってい

る、経済的に困窮を抱えているご家庭の場

合、いろいろな書類が届いて、それをもう

ある意味、関心を持たなくなってしまって

いるようなケースも、我々のところに相談

としては、幾つかあるわけです。 

 そういったところで水道がとまってし

まった場合、そのお家に高齢者の方、病気

の方を抱えている、もしくは、小さいお子

さんを抱えている可能性もあります。そう

いったお子さん、高齢者がいらっしゃるん

だから、ちゃんとやってほしいという思い

は、もちろんあるんですけれども、しかし

そういった弱者の方々に対して、命にかか

わる問題を、督促状と給水停止予告という

書面だけで進めてしまっていいのか。停止

するまでの間にお伺いをして、その家の実

態をきちんと把握をするという作業はな

されているのかどうなのか。その辺をちょ

っとお聞きしておきたいなと思います。 

 水道法というのは、プロの皆さんにご説

明するのもはばかられますが、憲法第２５

条の生存権の保障を具現化している法律

だと思うんです。 

 一方で、公営企業法の中には、やはり地

方公営企業として企業の経済性というも

のをきちんと発揮していくんだというこ

とです。効率的な経営と、それから憲法で

保障されている生存権の両方を両立させ

ながら進めていくというのは、非常に事業
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をする上では難しい判断を迫られるケー

スがたくさんあるかと思いますが、やはり

基本は、生存権保障というところの上に立

った効率的な経営だと思いますので、給水

停止と納付という部分については、一定き

ちんと分けた上で、納付相談を求めていく

ということに、私は見直す必要があるんじ

ゃないかと思います。 

 国民健康保険、かつて納付と保険証の給

付をセットにして、窓口に来たら保険料を

請求されるので、怖くて来れないという方

がいらっしゃって、そういったお宅に保険

証が出されない。病気になっても病院にい

けない。命にかかわるということで納付と、

それから保険証の交付は別問題として粘

り強くいろいろな活動もやっておられま

す。 

 水道は、まさに、その性格を持っている

ものだと思うんですけど、その点のちょっ

と考え方、見解をお聞かせをいただきたい

と、このように思います。 

 職員年齢構成です。５０歳以上の職員の

方が非常に多くなっている中で、今年度二

人新採の方が入られたというのは、ありが

たいことだなと思います。 

 勤続年数も、比較的１０年以上、２０年

以上の方もたくさんいらっしゃるという

ことで、あとは、その若い人たちにどう技

術の継承をやっていくのか。 

 また、水道の職場に入られた人たちが、

やりがいを持って働いていくことができ

るかという環境づくりも、非常に重要だと

思います。 

 私は、今、大阪広域水道企業団の議会の

ほうにいっておりまして、特に大阪府南部

の自治体であれば、設備の更新費用と、技

術者不足によって、事業統合を決断されて

いく自治体がふえています。 

 水道ビジョンの中に摂津市との類似団

体として出されている一つとして、四條畷

市もありますが、その四條畷市も自己水を

持ちながら、事業統合の選択をされました。 

 摂津市はこの間、いろいろ聞いていると、

当面そういった事業統合については考え

ておられないということでありますが、人

手もいなくなった、技術者がいなくなった

という段階で、事業統合されてという道を

選ぶのでしょうか。やはり摂津市として自

立して、摂津市の地域で水道管がどこにあ

るのか、どこの弁を閉めれば漏水とか、水

道をとめることができるのか、いろんな技

術とノウハウを持った人をたくさん育て

ていく。そうすれば、仮に事業統合したと

しても、摂津市の地域のことをよく知って

いる人をたくさん確保することができる

わけで、そういった人材育成、人事政策に

ついては、きっちりと求めていっていただ

きたいなと思います。今後のそういった人

材育成についての展望について、お聞かせ

をいただきたいと思います。 

 それから、危機管理、災害対策です。太

中浄水場の中での設備の支障というのは

あったかと思いますが、漏水もいろんなと

ころであったけども、送水はとめずにでき

たということで、大きな被害を受けて、長

い間、水道が来ない、電気もつかないとい

う、本当に苦労されている方がいらっしゃ

る中で、昨年については、最小限に抑えら

れたのかなとは思います。 

 同時に、停電することによって、マンシ

ョンではポンプのくみ上げが必要になっ

てきますから、停電が直るまでは水道が出

なかったという問題はあったかと思うん

です。 

 そういった停電によって断水になった

世帯というのは、どのぐらいあったかのか
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というのは、把握しておられるのか。その

辺のことについて、もしわかれば教えてい

ただきたいと思います。 

 それから、上下水道ビジョンの中にもあ

ります危機管理体制を強めていくという

お話がありました。書いてあるんですけど

も、迅速な復旧のために水道事業危機管理

計画を作成して、応急給水、応急復旧の体

制及び各施設の操作手順を整理している

と書かれています。 

 この危機管理計画はどういったものな

のか。公にされているのか。もしくは、そ

れがまた昨年の災害の対応を受けて、見直

しを図られていくのか。 

 それから、給水車も危機管理の中に紹介

をされているんですが、摂津市には１台し

かありません。給水車の発動についても、

全市的に断水が起きたときに、これだけい

ってしまえば不公平になるということで、

発動できなかったというケースも聞いて

おります。 

 給水車１台しかなかったら、結局どこに

もいけないということになってしまうん

じゃないかなと。ちょっと疑問を感じなが

ら、昨年いろいろ相談を受けたりしてたわ

けですけども、給水車についての運用をど

ういうふうにしていこうとされているの

か。 

 また、マンションなどであります。水道

管から直接ひっぱってきて、応急給水栓と

いうものが、いろいろなところにあるとお

聞きしています。 

 昨年も一般質問で我が党の議員も質問

しましたけども、改めて、応急給水栓につ

いてどのぐらいあって、それは今後の災害

時にどのように活用できるのか。活用する

予定があるのか。ちょっと聞かせてくださ

い。 

○嶋野浩一朗委員長 暫時休憩いたしま

す。 

（午後３時 ６分 休憩） 

（午後３時２８分 再開） 

○嶋野浩一朗委員長 再開します。 

 柳瀬課長。 

○柳瀬料金課長 それでは、消費税に関す

る経過措置につきましてのご質問につい

てご答弁させていただきます。 

 消費税は１０月１日から施行、１０％に

引き上げられましたが、１０月１日をまた

いだ形での期間での使用料、例えば電気、

ガス、水道、電話等の料金につきましては

国税庁のほうから、この経過措置につきま

して詳細な指導、指示が来ております。さ

らに、こちらにつきましては必ず適用する

ようにという通知がございますので、他市

におきましても全く同様の経過措置を行

っているものと考えております。 

 続きまして、支払いが困難な利用者様に

つきましての料金の収納等につきまして

のご質問でございます。 

 私どもといたしましても、水道につきま

しては命を守るインフラの行政としての

側面及び公平、公正な料金で水を供給させ

ていただきますという企業的な側面、こち

らの２面性があると考えております。 

 こちらにつきましてはどちらがよい、ど

ちらが悪いということではなく、バランス

感覚を持って対応していくことが重要だ

と考えております。 

 先ほどから申し上げておりますとおり、

給水停止を予告いたしました後、何もアク

ションがなければ給水停止ということに

なっておりますが、これは一律に行うもの

ではございません。その給水停止となる方

の、例えば家族構成でありますとか、過去

の納付状況、これまでの交渉の結果、そち
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らが全て履歴として残っておりまして、そ

ちらをもとにどういった形で徴収を進め

るのがいいかということを判断した上で

行っております。中にはちょっと忘れてし

まってるので、一旦停止して、今後は停止

しないように気をつけてくださいという

方もおられれば、本当にしんどい方がおら

れる場合につきましては停水にせずに分

割で長期間でお支払いいただくという形

で、ケース・バイ・ケースで対応を行って

おり、その利用者の方々それぞれに対して

適切な収納方法というのを計算し、無理の

ない収納を行っていただけるように努力

しているところでございます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 安藤委員からの

ご質問にお答えいたします。 

 大阪広域水道企業団というか、摂津市水

道事業の今後の人事政策についてでござ

いますが、そこの部分につきましては、先

ほど大阪広域水道企業団の話もございま

したが、大阪広域水道企業団のほうに、四

條畷市、太子町、千早赤阪村、３事業体、

最近で言いますと、泉南市、阪南市、豊能

町等の６団体も統合されている状態です。

その中でやっぱり安藤委員がおっしゃる

とおり、技術継承、団塊の世代の方の退職

の技術継承ができてなかった市において

は大阪広域水道企業団は今、維持管理がさ

れているとはお聞きしているところでご

ざいますが、摂津市におきましては人事的

にも団塊の世代から幾らかの職員を継承

する体制をとっていただきましたので、現

在技術継承できる状態ではあるかと思い

ます。ただ、今後退職者もふえる中では技

術継承をしながら、今いる職員、これから

の職員も含めまして、摂津市の水道事業に

関して、たとえ広域化になりましても摂津

市は摂津市で守れる体制をつくってまい

りたいと考えております。 

 それと、危機管理対策でございますが、

上位計画というか、摂津市地域防災計画の

がございます。この中で、摂津市水道事業

につきましてはその実施計画というか、実

際にどういう訓練をしていくかとか、こう

いうときにはどういうふうにするかとい

うのは、職員はどういうふうに動く計画は

独自につくらせていただいております。こ

この部分については職員、日ごろの訓練と

いうか、給水車の運転訓練とか断水器の挿

入訓練とかいうことを日々やらせていた

だいているんですが、その辺も熊本地震や

大阪北部地震や、そしてまた台風２１号の

被害状況を検証しながら、マニュアルの見

直しをしながら行っているところでござ

います。 

 それと、応急給水栓についてでございま

すが、応急給水栓のほうは毎年費用がかか

りますので、毎年２基ずつ買っていたとこ

ろでございますが、平成３０年度の大阪北

部地震を踏まえまして、目標を１４台、各

小学校にいざというときでございますが、

災害時に備えて設置できるように１４台

という形で計画しておりましたが、この平

成３１年度、予算で組ませていただきなが

らも、現在７台を購入し、計画の１４台を

確保することができたところでございま

す。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 樫本課長。 

○樫本水道施設課長 有収率が下がり続

けるときの長期的な視線ということにつ

いてお答えさせていただきます。 

 有収率、ここ数年ずっと右肩下がりで下

がっておるんですけれども、先ほどもお話
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しさせていただいたとおり、昨年は地震が

ございまして、地震があったときの減免水

量の分ですね、この減免水量を勝手な計算

にはなるんですけれども、この分がもとも

と使われてたとすれば、９２．９％にはな

っています。それでもまだ下がってはおっ

たんですけれども、下がり方が、今の数字

上ほどではないのかなと。今そのようには

考えております。 

 ただ、下がり続けてることについては変

わりはございませんので、どういう形で考

えているのかということにつきましては、

やはりふだんから有収水量については、速

やかに把握して、私どものほうは総水量に

ついてはすぐに把握ができておりますの

で、それとの見比べの中で割合を考え、原

因を探ることを常にやっていくべきこと

だろうと思っております。ただ、ここ数年、

大口需要者の利用が減ってる状況であり

ますので、例年と同じ分だけ有収水量が必

ずしもあるということではなかったもの

ですので、なかなか有収率との割合が例年

と同じかどうかというのがなかなか把握

できなかったというところがございます。

ですので、そういう難しい時期があったな

かで、ここ三、四年は低下してるっていう

ことになっています。 

 ただ、それでも有収率はかなり低い９０％

の前半になってますので、やはりこれを上

げていかないといけないということから、

先ほどもお話しさせてもらったとおり、漏

水調査をやっていくことと、あとは漏水が

発生した履歴が多い場所の配水管の布設

工事をやりかえるというこの２点で進め

て、有収率を上げていく方向をやっていか

ないといけないと今考えているところで

ございます。 

 それから、修繕の件についてお話しさせ

ていただきます。 

 修繕の件につきましてですが、これ給水

装置修繕などの件数ということになって

おります。事業者側が持っている財産とし

て管理している部分は配水管までになっ

ておりますので、給水管につきましてはメ

ーターの管理は事業者側が行うことにな

っておりますが、財産としては個人の財産

になっております。ですので、こういう修

繕の問い合わせなどが私どものほうに来

ます。問い合わせがありまして、実際問題

漏水ではないということが、このその他の

件数の中に含まれております。あとにつき

ましては問い合わせ通報がございまして

修繕をしたものです。この分につきまして

はなかなか漏水調査で調べることができ

ません。音で調べることになっております

のが、小さい口径の管では漏水探査で見つ

けるのはかなり難しい。ですので、こうい

う電話での問い合わせで私どもの職員が

行きまして、そこで状況を把握して、給水

管の漏水が見つかれば、市の管理部であれ

ば、私どものほうで修繕を行うことを続け

ていくことしか、今の時点ではなかろうか

なと。それで、有収率を維持、あるいはま

たもっと上げていくことを目指して今進

めているところでございます。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 ありがとうございます。水

道料金と消費税の問題についてはわかり

ました。 

 それから、有効有収水量の件についても

一定ご説明いただきましたので、理解をい

たしました。いろいろと困難な部分もあり

ますけども、しっかり取り組んでいただき

たいと思います。 

 それから、勤続年数職員の人事政策につ
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いても、まさに本当に命にかかわる水道事

業に携わる職員ですので、技術的、専門的、

そしてあわせてご説明ありましたように、

憲法上保障されている生存権保障ととも

に公営企業の効率性、両面を見ながらやる

という非常に難しいお仕事ですので、やは

りそういった精神的な部分についても人

材育成で、新しい人材をつくっていってい

ただく努力は続けていただきたいなと思

います。 

 災害対策危機管理等も、また今後いろん

な場面でお伺いをしていきたいとは思い

ますが、応急給水栓についても新たに購入

をされているということですので、災害が

ないにこしたことはありませんが、いざと

いうときに、そういった応急給水栓が使わ

れるように、また、ご答弁もあった、給水

車の運用の問題について今後検討してい

ただいて、災害が起きたときに水道部がど

のような動きをするのか、ＢＣＰ等をしっ

かり定めていただいて、運用のための努力

をしていただきたいということを申し上

げて終わりにします。 

○嶋野浩一朗委員長 安藤委員の質問が

終わりました。 

 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 今回、この上下水道につ

いての質問、初めてなんで、なかなか勉強

が行き届かないことも多々ありますが、再

度確認も含めて３点ほど聞きたいと思い

ます。 

 給水原価、先ほど三好委員の質問もあっ

たんですけど、末永参事の答弁が聞こえに

くかったんで、再度ちょっと確認をしたい

と思いますので、どうぞお願いしたいと思

います。 

 それから、決算書２５ページの表に従っ

て質問させていただきたいと思いますの

で。給水原価と供給単価ですね、この決算

書の数字を見ますと、全国平均より高いと

いう状況でございまして、近隣市とか類似

団体と比較して、どのような形になってお

ると分析してるのかお聞きしたいと思い

ます。 

 それから、資本費の３８円２８銭という

数字の分析ですけど、これも他市を比較、

類似団体と比較をして摂津市の特性はど

ういう形でこういうことになってるのか

お聞きしたいと思います。 

 以上、３点お聞きしたいと思います。 

○嶋野浩一朗委員長 答弁をお願いいた

します。 

 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 渡辺委員からの

ご質問にお答えさせていただきます。 

 １点目の給水原価、供給単価でございま

すが、供給単価につきまして、今回戦略の

ほう、ビジョンとかをつくりながらやって

いるところでございますが、供給単価につ

きましては、幾分か本市のほうは高いのか

なという部分ではございます。北大阪で言

いますと、先ほどもお話ししたとおり、水

道料金がちょっと北摂では高目になって

おりますので、大阪府全体、平均的にはほ

ぼ平均ではございますが、ちょっと高目に

なっているというところでございます。 

 それと、給水原価につきましては、今年、

先ほどもお話しさせていただいたとおり、

除却費が上がってございます。原価構成に

おきまして、全国平均、水道料金もそうで

ございますが、水道料金自身、この地域で

は幾らか高目で設定されてるんですけど

も、全国的に見ますと、全国平均よりは真

ん中より下だという状態でございます。そ

の辺も含めまして、全国平均より低く、補

助金も出ないという状況も続いておりま
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す。全国的に見ると安い方でございます。 

それと、資本費でございます。資本費につ

きましては、企業債利息と、減価償却費の

費用でございます。企業債につきましても、

先ほどもお話しさせてもらったように、施

設の老朽化が進みながら、現状ではここ数

年間、企業債の借入を抑制してきた部分が

ございますので、ある程度企業債の利息も

そうですけど、そこまでふえてはいない、

昭和６３年、平成元年というところの高い

利率、その当時は６．６％の利率でお借り

してたかと思います。その辺の償還も終わ

ってきたということの中では、資本費のほ

うも、今は安定しておりますが、ただ、こ

この部分につきましても、これからは管路

の施設の更新を含めながらの企業債の借

入れの増加を想定しているところでござ

います。 

 ただ、この企業債、渡辺委員がおっしゃ

いますように、全国的な位置づけがござい

ますが、全国的には企業債借り入れはさほ

ど高い方では無いのではないかなという

と所で、借入れはこれからは上がっていく

可能性はあると思います。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 供給原価ですよね、皆さ

ん努力なさって人件費を大分削減された

と思うんですよ。一時期７０人ほどおった

職員が、それが半分ぐらいになった。その

ように人件費を抑えられておるのに、これ

高いと感じるんですよ。それで供給原価で

したら、職員給与を比べて、他市と比較し

て、例えば平成２９年度の決算で茨木市は

１０．４％、摂津市は２０％。これだけ人

件費のパーセンテージが高い。それがまた

この給水原価の上昇につながっているん

じゃないかという気がするんですけど、こ

の点についてお聞かせ願いたいと思いま

す。全体的にそういうことで供給単価も非

常にちょっと平均より高いっていうこと

なんで、そういう点をお聞かせ願いたい。 

○嶋野浩一朗委員長 答弁をお願いいた

します。 

 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 渡辺委員の２回

目の質問にお答えさせていただきます。 

 人件費が茨木市は低いという内容でご

ざいます。基本的に茨木市、この近隣で申

しますと、摂津市の職員、以前は、当時７

３人ほどいたんですけど、今は上下水道で

約５０名ほどでやらせていただいて、茨木

市の場合と、年齢構成が、上下水道の水道

事業のほうの平均年齢が５０を過ぎると、

給料もちょっと高い部分がありまして、総

人数は向こうのほうが多いと思うんです

けど、ただ、供給単価、給水原価の分母で

あります総配水量の量が茨木市とか高槻

市は多く、摂津市のほうが少ない部分ござ

いますので、高くなってるのかなというと

ころでございます。その配水量割る人件費

という形になってしまいますので。固定的

な人数も人ではございますけれども、その

辺で割る中ですと、ある程度高目になって

いるというところでございます。 

 それと供給単価でございます。当然、人

件費のことを含めながら供給単価の設定

をさせていただいておりまして、ただ、そ

の他の費用もございますが、供給単価、そ

の人件費をどういうふうに抑えていくか

っていうのが今後の課題ではあるかと、い

ろいろ委託も含めながら人件費をさらに

抑制していく方法を探しているところで

ございます。ビジョンの中でも事業費用の

削減というのが第一目標でございますの

で、それも含めながら費用の削減に努めて
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供給単価、できるだけ維持する、供給単価

でございますので、水道料金ではございま

せんが、給水原価でございますね、下げな

がら供給単価のある程度の設定をしてま

いりたいと考えております。 

 それと、給水原価は有収水量割る人件費

でございます。分母のほうは水量で、摂津

市の場合と茨木市の場合の総配水量が、幾

らか違うのが要因であるということであ

ります。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 人件費を占める割合が

高いということは、先ほど安藤委員の質問

でもあったように、年齢的な面で、年齢層

が高いから当然給料とかその辺の人件費

が高いということなんですけど、そういう

ことも踏まえて、やっぱりしっかりと価格

を抑えるという努力も必要じゃないかと。

原水の価格をさまざまな形で抑えるとい

う目的で人を削減されたんでしょう。それ

なのに高いのは、ちょっと話がおかしいと

思うんですよ。その辺、ちょっと部長のほ

うから、総合的に今後の水道経営に関して、

今私が質問したことも踏まえてご答弁を

お願いしたいなと思います。 

○嶋野浩一朗委員長 山口部長。 

○山口上下水道部長 今渡辺委員からご

質問いただきました給水原価が高い、特に

人件費のほうが高い。先ほど末永参事から

も申し上げましとおり、やはりこれは本会

議での答弁ですけれども、ある程度の規模

っていうのが必要なのかなと思います。我

々は全国の分類でいいましたら５万人か

ら１０万人までの給水事業体ということ

となりまして、やっぱり１０万人を切って

くる、また５万人を切ってくるとなると、

相当経費率が悪い、効率が悪いっていうこ

とになってきます。 

 先ほど茨木市とか北摂各市、確かにもっ

と低いんです。もっと低いんですけれども、

その分やはり有収水量というのが、やっぱ

り一人当たりの換算をしますと、やっぱり

大きい。大きいということは逆に割り算、

分母や分子やないと言われましたけれど

も、有収水量で人件費で割ったときにはそ

の分についてはどうしても有収水量が大

きい市のほうが下がっているということ

はあるのかなと思います。 

 ただ、我々もこのことについてずっと職

員数が多いわけではなくて、確かに私平成

２年の１１月に初めて水道部へ行ったと

きに、おっしゃるように定数７３人に対し

て７２名だったと思います。今上下水道合

わせて、それから太中浄水場にいる職員も

合わせて５０人でございます。当時の水道

部だけで７２名からいいますと、現在では

再任用職員も合わせて３７人か３８人だ

と思います。そういう面から言うと、相当

先ほどの技術の継承でございますとかは、

新しい職員に入ってきてもらって、環境と

しては整いつつあるんですけれども、やは

り先ほど安藤委員からもありました、皆さ

んが心配していただいてることなんです

けれども、特に水道っていうのは、どこに

どの管がどのように埋設されておって、ど

この弁を閉めると、一体市民にどういう影

響が出るか、こういうノウハウがどうして

も必要でございまして、今後はやっぱりそ

ういう、少ないながらもそのような人材、

現場に出て研修をして、実際の現場でそう

いった作業をしながら、そういう技術を身

につけていきたいなと。 

 それから、今後の経営についてでござい

ますけれども、これはやはり地方公共団体

の経営する企業でございますので、地方自
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治法で言うならば、住民福祉の増進が目的

でございます。我々で言いましたら、地方

公営企業、全く民間ではございませんけれ

ども、これは憲法と同じく公共の福祉の増

進という言葉が使われておりますので、こ

ことどう調整をとっていくか、どう調整を

とって、先ほどの答弁にもありました効率

性ばかりを追求してもだめだと。それと、

やっぱり企業である以上、健全な企業とし

てやはりこれは水道法を少し引用いたし

ますけれども、「清浄にして豊富低廉な水

の供給」、これが我々の唯一無二の目的で

ございますので、そのことについていろん

な形で実践していけるように、考えていき

たいとは思っております。やはり命の水で

ございますので、絶やすことはできない。

まずは断水は絶対起こさないということ

を大前提としまして、それとやはり経営、

損益についてはこれは赤字になりますと、

減価償却費として回収できるお金が回収

できない。そうしますと、皆様の安全・安

心を担保できない、更新費用がたまってこ

ないということがございますので、今決算

書を見ていただいてもおわかりになりま

すように、繰り越しできる剰余金が３億円

超える程度持っております。これ、なぜこ

んだけ持ってるかといいますと、やはり今

年度利益が去年は３億円ほどあったもの

が８，０００万円に落ち込むと。年度途中、

去年の秋口から費用について抑えてくれ

と。その中で、もし赤字が出たときについ

ては繰越利益剰余金でしか補てんができ

ないということがございますので、今後し

ばらくの間は色つきのお金でない、要する

に、剰余金もそういうことで、その中でも

やっぱり更新費用に充てる財源として建

設改良積立金でありますとか、借金を返す

減債積立金のほうに、今回も剰余金処分計

算書をつくっておりますけれども、そちら

のほうで処分をしながら、なかなかどれぐ

らい処分してどれぐらい残しておくかっ

ていうのは非常に難しいんですけれども、

そこは市民の皆さんにご迷惑がかからな

い形で将来世代に引き継げるような形で、

しっかりと経営判断していきたいと思っ

ております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○嶋野浩一朗委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 これは最後にしときま

すけど、今部長のほうから説明いただきま

した。これ長い間の一つの懸案として徐々

にやってこられたものですよね。今このよ

うな現状がある中で、人件費を削減しなが

らやっているのに、そういうことを長年か

けてやってきたことが全然実ってないと

いうことになっとるわけじゃないですか。

まず、いろんな委員からも水道料金の問題

とかを言われてますが、そういう点をしっ

かりとやるべきやったんちゃうかなと思

います。先のことはまた予算のときにしっ

かり質問していきたいと思いますので、こ

れで質問を終わりたいと思います。 

○嶋野浩一朗委員長 渡辺委員の質問が

終わりました。 

  よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 以上で、質疑を終わ

ります。 

 次に、認定第３号の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 山口上下水道部長。 

○山口上下水道部長 認定第３号、平成３

０年度摂津市下水道企業会計決算認定の

件につきまして決算書に基づき、目を追っ

て主なものについて補足説明をさせてい

ただきます。 
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 まず、決算書の７０ページをお開き願い

ます。 

 平成３０年度摂津市下水道事業報告書、

１概況で、平成３０年度の下水道使用料の

有収水量は１，１０１万８，２７１立方メ

ートル、前年度に比べ１３万５，３３５立

方メートルの減少となっております。これ

は主に大阪北部地震に伴う減免措置及び

大口需要家による水需要の減少によるも

のでございます。 

 次に、使用料単価と汚水処理原価につき

ましては７１ページの別表１使用料単価、

汚水処理原価に記載しておりますように、

使用料単価は１５７．１６円、汚水処理原

価は１６４．０７円となっております。汚

水処理原価のうち、資本費が１０６．２３

円と資本費の占める割合が高く、経費回収

率は９５．７９％となっており、汚水処理

費を下水道使用料で回収できていない状

態となっております。 

 次に、８２ページをお開き願います。 

 収益費用明細書、こちらは税抜きの金額

で説明申し上げます。 

 まず、収益でございますが、款１下水道

事業収益、項１営業収益、目１下水道使用

料は１７億３，１５８万７，８２６円で、

前年度に比べ１．４％、２，４７１万５，

３５１円減少しております。これは主に大

阪北部地震に伴う減免措置及び水需要の

減少によるものでございます。 

 目２他会計負担金は９億９１６万２，７

０７円で、前年度に比べ１．２％、１，１

０７万５，４７２円減少しております。こ

れは一般会計の負担となる雨水処理に係

る負担金でございます。 

 目３受託事業収益は１，７４３万１，２

４５円で、前年度に比べ４８．１％、１，

６１３万２，４９５円減少しております。

これは雨水ポンプ設置工事費の減による

ものでございます。 

 目４その他営業収益は８４万１，７５０

円で、前年度に比べ１．５％、１万２，４

００円減少しております。これは指定工事

店登録手数料などでございます。 

 項２営業外収益、目１他会計負担金は、

１億１１９万７，０９７円で、前年度に比

べ４８．５％、９，５１８万６，１９８円

減少しております。これは一般会計の負担

となる企業債利息などに係る負担金でご

ざいます。 

 目２長期前受金戻入は、８億７，９２２

万８２５円で、前年度に比べ０．２％、１

５６万１，７２９円増加しております。こ

れは固定資産の建設等に伴い交付された

補助金等を長期前受金として負債に計上

した上で、減価償却費見合いを収益化する

ものでございます。 

 目３建物物件収益は１，４７２万６，６

３３円で、前年度に比べ１．０％、１４万

４，３９３円増加しております。これは平

成２９年度以降に一般会計部局が市役所

庁舎４階フロアの一部を使用するに当た

っての負担金でございます。 

 目４雑収益は６，５１５万６６円で、前

年度に比べ２４．５％、１，２８２万５，

５６２円増加しております。これは主に過

年度の安威川流域下水道負担金の精算返

戻金でございます。 

 次に、８２ページから８３ページにかけ

まして、款１下水道事業費用、項１営業費

用、目１管渠費は、１億３，０４７万４，

９９９円で、前年度に比べ２０．３％、２，

２０５万６，６８０円増加しております。

これは主に管渠内調査委託料の増による

ものでございます。 

 目２受託事業費は、１，７４３万１，２
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４５円で、前年度に比べ４８．１％、１，

６１３万２，４９５円減少しております。

これは雨水ポンプ設置工事費の減による

ものでございます。 

 目３普及促進費は、３３万８，６４０円

で、前年度に比べ３０．０％、１４万４，

９４０円減少しておりますが、これは水洗

便所改造費用の助成金などでございます。 

 目４業務費は３，２８２万５，００２円

で、前年度に比べ８．６％、３１０万３，

７０４円減少しております。これは主に水

道事業への下水道使用料の徴収事務委託

料の減によるものでございます。 

 ８３ページから８４ページにかけまし

て、目５総係費は６，２６５万４，５３９

円で、前年度に比べ３０．５％、１，４６

４万７，９４２円増加しております。これ

は主に下水道ビジョン等策定委託料の増

でございます。 

 ８４ページ、目６流域下水道管理費は、

５億８，９９３万４，２２９円で、前年度

に比べ３．３％、１，９８５万３，７５４

円減少しております。これは安威川流域下

水道の維持管理負担金でございます。 

 目７減価償却費は、２０億７，８２９万

９，７１３円で、前年度に比べ０．２％、

３２５万９，１５８円増加しております。

これは固定資産に係る減価償却費でござ

います。 

 項２営業外費用、目１支払利息及び企業

債取扱諸費は、６億１，３６７万３，１５

７円で、前年度に比べ１５．９％、１億１，

５８８万１，９３３円減少しております。

これは企業債の利子償還金でございます。 

 目３雑支出は、１，４４３万８，０９９

円で、前年度に比べ３８．０％、３９７万

２，４７５円増加しております。これは下

水道使用料の過年度還付金の増加等によ

るものでございます。 

 続きまして、８５ページ、資本的収入支

出明細書についてご説明申し上げます。 

 款１資本的収入、項１、目１企業債は、

２０億７，５８０万円で、前年度に比べ

４．６％、９，０５０万円増加しておりま

す。これは主に流域下水道事業債の増によ

るものでございます。 

 項２負担金等、目１公債費負担金は、１，

０７９万７，９９５円で、前年度に比べ２

３．０％、３２２万７６５円減少しており

ます。これは吹田市の下水道の一部が本市

の下水道管に流入するため負担金を徴収

しているものでございます。 

 目２受益者負担金は、５５４万３，５８

０円で、前年度に比べ３４．６％、２９３

万２，２３０円減少しております。これは

都市計画法の規定に基づき徴収するもの

でございます。 

 目３工事負担金は、１億３，５８５万２，

４１３円で、前年度に比べ５４．７％、４，

８０１万２，３３８円増加しております。

これは三箇牧鳥飼雨水幹線建設に伴う高

槻市からの負担金でございます。 

 項３、目１国庫補助金は１億９，１００

万円で、前年度に比べ４９．１％、６，２

９０万円増加しております。これは社会資

本整備総合交付金でございます。 

 項４、目１他会計負担金は、４億６，４

３０万１，４４７円で、前年度に比べ

０．１％、２７万６，２５８円増加してお

ります。これは主に一般会計が負担すべき

元金償還金に係る負担金でございます。 

 項５、目１他会計補助金は、３億９，０

６０万８，２５２円で、前年度に比べ

６．３％、２，３２５万２，５６１円増加

しております。これは主に元金償還金の汚

水分に係る一般会計からの補助金でござ
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います。 

 項６、目１長期貸付金償還金は、５１万

２，１２５円で、前年度に比べ４１．３％、

３６万５７５円減少しております。これは

水洗便所改造資金貸付に係る返還収入で

ございます。 

 次に、８５ページから８６ページにかけ

ての支出についてでございますが、款１資

本的支出、項１建設改良費、目１公共下水

道整備費は４億６，９８０万３，４２１円

で、前年度に比べ３４．３％、１億２，０

００万１，０４０円増加しております。こ

れは主に工事請負費の増でございます。 

 目２流域下水道整備費は、１億２，２２

７万９，３３３円で、前年度に比べ３６

７．６％、９，６１２万６，５９３円増加

しております。これは安威川流域下水道の

建設負担金でございます。 

 目３固定資産取得費は２６７万４，００

０円で、前年度から皆増でございます。こ

れは庁用器具の購入によるものでござい

ます。 

 項２、目１企業債償還金は、３９億４，

０１０万８，４２４円で、前年度に比べ

０．５％、１，９５５万９，８２３円増加

しております。これは元金償還金でござい

ます。 

 項３、目１長期貸付金は、２４万５，５

６０円で前年度から皆増でございます。こ

れは水洗便所改造資金貸付金でございま

す。 

 以上、平成３０年度摂津市下水道事業会

計決算内容の補足説明させていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○嶋野浩一朗委員長 説明が終わり、質疑

に入ります。 

 三好委員。 

○三好俊範委員 それでは、下水道の平成

３０年度決算について質問させていただ

きます。 

 １点、一つのページだけでお話しさせて

もらいます。決算書６４、６５ページの貸

借対照表、ここについてのみ質問させてい

ただきます。 

 まず１点目なんですけども、先ほど渡辺

委員の質疑に対する山口部長の答弁にも

ありましたが、平成２９年度から企業会計

になりまして、公益的な側面で見ないとい

けないけども、企業的な側面でも同時に見

ないといけないというお話がありました。

企業会計で言いますと、部長は部長であり

ながら社長みたいなもので、市民の人は株

主みたいなものなのかなと、例えればそう

なると思うんですけども、貸借対照表の中

で見ていきますと、上水道のところは全然

そうでもなかったんですけども、短期的な

経営の指数を見る流動資産と流動負債で

すね、流動比率が約２３．１２５％しかな

いわけです。これ、理想的な比率で言いま

すと、２００％が理想だとは思うんですけ

ども、理想の１０分の１近くしかない状態

になってます。短期的な１年間のものでも

そうなのですが、長期的なところで、固定

資産の構成比率とかを見ていっても、健全

とは言えない状況となっておりますけど

も、そこについてちょっと１点、部長の見

解を教えていただければなと思います。 

 そして、固定資産の分です。工具・器具

及び備品のところで、昨年度なかった部分

です。２６７万４，０００円計上されてお

ります。減価償却が終わってる工具を使っ

てらっしゃったので、資産としては計上さ

れてなかったのかなと思います。そして、

新たに買われて減価償却が平成３０年度

に必要になったので計上されたのと予測

しますが、そうなってきますと、先ほど上
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水道のとこでも少し触れましたが、この企

業会計が平成２９年からしか発行されて

おりません。ですので、このハの部分です

ね、構築物で約４８８億円あるんですけど

も、そのうちの管路が約４８０億円ですね。

ここに関して減価償却を見積もれていな

い部分が恐らくあるのだろうと。私、最初

これ見たときに、４８０億円分用意すれば、

管路は全部新しく新品になるんだという

想像をしてたんですが、減価償却が終わっ

ている分に関してはそもそもこの資産の

部分に入っていないっていう目測ができ

ますので、そこについてどれぐらいあるの

か、ちょっと教えていただきたい。工具の

分に関してもちょっと一度返答いただき

たいと思いますけども、あわせてどれぐら

い減価償却終わってる分、入っていない部

分の資産があるのか、ちょっと難しいかも

しれないですけども、教えていただければ

なと思います。 

 １回目、以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 答弁をお願いいた

します。 

 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 最後にございま

した貸借対照表の固定資産というか、その

大部分に、固定資産の構築物がございます

が、そこの部分につきましては、平成２９

年度、委員のおっしゃるとおり、有形固定

資産、無形固定資産合わせまして５３３億

円という状態でございます。この分につき

ましては、平成２９年度法適用化していた

中では、法適用直前日までの評価額につい

ては差し引いてという、地方公営企業法の

法適用のマニュアルにしたがってさせて

いただいております。その中で資産として

どれぐらいの金額であるかといいますと、

平成３０年度の決算が５３３億円ありま

すが、過去の分がございます。その中で言

いますと、約１，０３７億円という資産が

ございました。そのうちの残りの部分につ

きましては、償却されたということで資産

計上しているところでございます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 竹下課長。 

○竹下下水道事業課長 先ほどの三好委

員の損益の対照表のその中の工具・器具

及び備品、この内容についてなんですけれ

ども、平成３０年度で備品購入をしており

まして、菅渠内の調査用のカメラ、システ

ムを購入しております。これはというのは、

職員で、例えば市民からの通報があったり

とかして、下水道の中を確認しないといけ

ないときに、業者を呼ぶんじゃなくて職員

でできるということで、カメラシステム器

具を買いました。これは遠隔で撮れる形に

なってございます。 

 それから、これはまた違うものですけれ

ども、現在下水道台帳システムという既存

のシステムを運用してありまして、そちら

のサーバーのハードウエアの更新を行っ

ております。そういう内訳でございます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 山口部長。 

○山口上下水道部長 貸借対照表の中で

減価償却できていないものがあるのでは

ないかということでございますが、平成２

９年度に公営企業化を図りましてその時

点で、固定資産の洗い出しをかけまして、

もちろん過去からずっと減価償却をして

きたとするならば、減価償却累計額はいく

らになって、平成２９年度の当初での貸借

対照表での資産価値が記載されたという

ことで、今回の平成３０年度決算の貸借対

照表の三角印で表示されているところで

すね。この減価償却累計額というのは法適
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用後の平成２９年度、平成３０年度の２か

年の減価償却額と考えていただいたら結

構かと思います。基本的にはこれ、固定資

産ですので、有形、無形にかかわらず、下

水道事業の場合は、これらをすべて定額法

で償却しておるところでございまして、そ

の償却をしないということになりますと、

会計憲法である簿記、地方公営企業法に違

反することになります。我々としましては

減価償却をして費用化しているというこ

とでございますので、よろしくお願いいた

します。 

それと次に非常に大事な話をおっしゃっ

たと思うんですけれども、流動比率の問題

ですね、これは我々としましても非常に悩

みの種でございまして、下水道事業と申し

ますのは、平成２８年度決算におきまして、

官庁会計から１億５千万円余り現金を引

き継いだわけでございますけど、いかんせ

ん、固定資産が非常に大きく、５００億円

を超える資産額となっております。 

 今後１０年間の下水道ビジョン、経営戦

略等々でもお示しさせていただきました

けれども、維持管理費で何とかやっていけ

るだろうと。何とか今の管口カメラで調査

しながら、引き続き修繕計画を立てて、予

防修繕ないしは、実際にだめな部分につい

ては処分していこうと思っております。た

だ、留保資金と申しますのは、減価償却費

ですね、資産が大きい分、減価償却費も２

０億円を超えておりまして、その中からち

ょっとわかりにくい言葉ですけれども、長

期前受金、これは前に言った国庫補助金で

あるとか、一般会計負担金だとか、工事負

担金であるとか、それをそのときの収益と

して費用に充てるんではなくして、一旦貸

借上は負債としてカウントして振り分け

負債勘定、繰り延べ資産として計上しまし

て、それを減価償却見合い分だけ収益化し

て、減価償却の財源に充てると。ちょっと

これは会計的な処分になるんですけれど

も、そういう形でずっと減価償却費で留保

資金を何とかためたいと。留保資金がたま

ってこないと、今後の更新費用が全然だめ

だということで、足りないということで、

過去に１００でつくった部分を９５％ま

で減価償却しても、９５で過去の１００の

構築物ができますかっていうと、できませ

んので、そこにはプラスアルファの何らか

の工夫をしながら資金をためていかなけ

ればならないと。 

 今でしたら、ある程度ゼロ金利政策にな

りまして、利率が低いということもあって、

下水道にとっても同じことなんですけれ

ども、１０億円単位で借り入れると。これ

は今の企業判断でございまして、０．何％、

０．６％ぐらいですので、やはり下水道に

つきましては、２０億円余り当年度の減価

償却費から長期前受金戻入を引いた額で

すね、この分を４条財源に充てて、まあ言

うたら自転車操業の状況でございますの

で、それがこの２３．１３％、水道でいい

ましたら、これ３１２％で、去年の数字は

７９７％電気計装設備の工事をやりまし

たけど、１０億円ほど現金が少なくなりま

したから、ちょっと落ちましたけども、下

水道につきましては資産が大きい割に資

金がないというのが一番の悩みでござい

ますので、ここにつきましてもやはり損益

収支で赤字を出しますと、減価償却費とし

てのこれは対費用ではございますけれど

も、お金が出ません。お金が出ませんけれ

ども、赤字を出します。その分は回収でき

ませんので、我々としたら今後の企業経営

としましては、これは水道、下水道ともで

すけれども、損益勘定はしっかり黒字にし
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ておきたい。そのためにはある程度補てん

できる収益剰余金を持っていきたいとい

うこと。それとその次に４条財源である減

債積立金、建設改良積立金を積めるだけの

体力を、特に下水道については今後つけて

いきたいなと考えております。一朝一夕に

この流動比率、短期の支払い能力ですけれ

ども、これが改善するわけではございませ

んけれども、いかんせん、まだ２年でござ

いますので、将来的にはどんどん費用のほ

うも減ってきます。もう１０年間でもちろ

ん繰入金も今１９億円ですか、今回の決算

で、それも１０億円余りになるんじゃない

かと思っておりますし、これから利息も減

ってくるということもあって、ある程度損

益収支のほうで黒字を確保して財源を確

保するには少しは改善されると。１０年後

の次のスパンでいいましたら、また、水道

と同じく更新の時代が出てくる可能性が

ございますので、しっかりそのあたりは見

きわめながら、企業経営に当たってまいり

たいと考えております。 

○嶋野浩一朗委員長 三好委員。 

○三好俊範委員 ありがとうございます。

部長には、企業的な立場でお話しいただき

ました。この表を見る限りは、企業として

はかなり、正直破綻に近いというような形

だと思います。その中で、今後１０年に関

してはしっかりやっていただけるという

発言をいただきました。 

 もう１点、ちょっと話させてもらいます

と、末永部参事のほうで、そのときの当時

のお金で１，０３７億円使った資産がある

というわけですよね。先ほど９５％じゃで

きないとおっしゃってましたけど、全部新

品にするのであれば、１，０３７億円、い

つか要るという話だと思います。 

 先ほど申し上げましたけど、災害などが

起こって一気にかえないといけなくなっ

てしまうと、一気に破綻。市ごと、かなり

危うい状態になると思います。 

 これについては僕もかなり頭を悩まし

ていまして、どうしたらいいのか、上水道

と比べると下水道は難し過ぎるなってい

うのがちょっと感想なんですが、先ほども

おっしゃられました１０年後も管路の交

換がもともとふえてくる時期になってく

ると思います。そのときに、もっと改善し

ていけるように、一緒になってやっていけ

ればなと思ってますので、これは意見とし

てとどめておきますが、よろしくお願い申

し上げて、私の質問は終わりたいと思いま

す。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 ほかございますか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 それでは、３点ほどお伺い

していきます。 

 一つは、水道でもお聞きしました職員の

状況です。 

 水道と比べますと、先ほどもお話があり

ましたように、下水道職員の平均年齢がそ

れぞれ七、八歳から十歳近く若い、それか

ら勤続年数についても上水道のほうが事

務職、技術職ともに１０年以上ですけども、

下水道は４年、５年ということで比較的浅

いということがあります。この点について

の今後の職員構成ですね、また、上水道と

の違いについて、それだけ聞かせください。 

 それから、これも地震や台風の災害に対

する対応であります。平成３０年度には先

ほどもありましたけども、雨水の対策って

いうのをこれから非常に重要になってく

るっていうことからいっても、既に着手さ

れておる東別府雨水幹線、また、三箇牧鳥

飼雨水幹線ですね、平成３０年度について
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の進捗状況ということについてお聞かせ

をいただきたいと思います。 

 それから、もう１点だけ。使用料単価と

汚水処理原価については、やっぱり原価の

ほうが上回っております。平成２９年度、

平成３０年度とともに上回っております。

いろいろな原因があるかと思いますが、そ

の点についてお聞かせください。 

○嶋野浩一朗委員長 答弁を求めます。 

 竹下課長。 

○竹下下水道事業課長 安藤委員の三箇

牧鳥飼雨水幹線工事の進捗状況と、それか

ら東別府雨水幹線の進捗状況についてご

答弁申し上げます。 

 まず、先に施工、着手しております三箇

牧鳥飼雨水幹線の工事進捗状況でござい

ますが、当初予定では５月末には推進工事

が完了する予定でございましたが、推進マ

シンが到達の３メーター手前でｃトラブ

ルにより停止してしまって、続行不可能と

なってしまいました。このため、到達側か

らマシンを回収するための推進工事を業

者が行っておりまして、６月末にマシンの

回収とあわせて下水道管の布設が完了し

ております。 

 しかし、地下障害物やマシン回収時の地

下水の異常出水などの原因もございまし

て、到達付近の管の出来高に少し問題が生

じておりまして、請負業者に対して修正す

るよう指示をしているところでございま

す。 

 今年度につきましては、残りの工事など

も含めて年度内の竣工が大変難しい状況

になっておるところでございます。三箇牧

については以上です。 

 引き続き、東別府雨水幹線の工事の進捗

状況でございますけれども、工事事業者が

決定いたしました。そのことによって事業

団と、それから工事施工者、我々が入って、

工事着手に向けた協議を進めております。 

 問題となっておりました新幹線高架橋

の基礎フーチングと、掘削マシンとのが非

常に近接しておって心配されておったん

ですけれども、探査ボーリングなり試験掘

りを行いまして、何とか離隔が確保できる

ということが確認できました。 

 そういうことで、具体的な工程について

は、今年度、民間企業の土地を借りて、発

進立て坑基地をつくるわけなんですけど

も、その築造と、シールドマシンと申しま

して、非常に高価なものなんですけれども、

これが８か月程度かかるということです

ので、今年度は立て坑築造と、それからマ

シンの製作、これに、年度いっぱいかかっ

てくるのかなと考えております。 

 令和２年度には、シールドの推進を予定

しておりまして、年度内に到達できるので

はないかと思っています。 

 令和３年度の竣工に向けて鋭意進めて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 末永部参事。 

○末永上下水道部参事 下水道事業の勤

続年数・年齢でございますが、水道事業の

配属勤続年数が２３年と長いですが、下水

のほうは１０年。年齢構成につきましては、

基本的には２０代から３０代、入庁して３

年から５年の職員がいるという状況です。 

 下水道事業、水道事業、先程水道事業の

ほうでもありました。この辺につきまして

のバランスというか、水道事業と下水道事

業のバランス、交流を図りながら、それぞ

れの職員の知識の向上に努めてまいりた

いと考えております。 

 それと、もう１点でございますが、下水

道事業の原価でございますが、こちらの原
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価のほうにつきましては、本年度、ここに

は経費回収率がございます。使用料単価、

汚水処理原価からの回収率への考え方で

す。その辺で言いますと、平成３０年度決

算におきましては、９５．７９％、本来で

あれば、ここは１００％にならなければな

らない。先ほどもお話がありましたが、過

去に昭和後期から平成初期に下水道の投

資がございました。その中で、起債の元金

償還が単年度で４０億円、起債の償還をし

ながら、その中では原価の中では利息等に

も反映してございます。その辺で、汚水処

理原価、平成２９年度につきましては、１

６７円３４銭、平成３０年度、１６４円７

銭ですね。３．２円減少しておりますが、

当面この状況を推移していくと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 人事施策につきましては、

また水道のときにも申し上げましたよう

に、新たに公営企業として下水道事業を進

めていくということで、経営企業体として、

同時に公共福祉を担う部署として、人材育

成等、上下水道で連携を図りながらやって

いただきたいと思います。 

 それから、三箇牧鳥飼及び、東別府雨水

幹線ですが、なかなか専門性のある難工事

でありますが、雨水対策として住民の皆さ

んも望んでおりますので、安全を期しなが

らやっていただきたいと。きょう決算です

ので、これについてはまた改めて、いろい

ろご報告をいただけたらなと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それと、原価のことでありますが、企業

経営とは言いつつ、公共下水道につきまし

ては、摂津市のまちの成り立ち、歴史から

言って、おくれていた公共下水道を本当に

短い期間の間に、相当の企業債も借りなが

ら進めてきた、かなり政策的な分野であり

ます。そういったひずみというのが、今こ

こにきているわけですし、本来、独立採算

でやる公営企業でも、一般会計からの繰り

入れというものもあるということで、やっ

ぱり少し上水道とは違う側面もあるのか

なと思います。 

 いずれにしても、やはりその地域が衛生

的な生活を送っていく上で、公共下水道は

欠かせませんし、安全を守るという点でも、

雨水排除というのは非常に重要なもので

ありますので、単価についても、公共公営

企業という側面も持っておりますので、そ

ういったところを見ながら、また経営も進

めていけたらよいかなと思います。 

 下水道の料金についても、触れておきた

かったんですけれども、先ほど上水道でも

お聞きしておきました。いろんな経過があ

る中での下水道の料金は、はね返っている

面はあるかと思いますが、市民生活にかか

わる公共料金でありますので、できるだけ

低廉にということを改めて求めておきた

いと思います。 

 きょう、質問はこれぐらいにしておきた

いと思います。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 ほか、ございますか。 

 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 ２点ほど質問したいと

思います。 

 決算書８５、８６ページにある長期貸付

金ですよね。下水道を引いた後、その近隣

の住宅の方々に対して、下水道工事をする

場合、費用面の点で、非常に苦しいお立場

の方には、このような貸付金をされるとい

うことなんですけれども、その状況、金額

はわかるんですけれども、件数とか、それ
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からその返済の状況とか、その点をお聞か

せください。 

 それ１点ともう一つは、昨年一般質問で、

例の工事業者に対する仕様書の下請報告

に係る問題について質問をさせていただ

いたんですけれども、その件に関して、ど

のような対応をされているのか、その２点、

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○嶋野浩一朗委員長 竹下課長。 

○竹下下水道事業課長 長期貸付金、これ

は各ご家庭の水洗便所を改造していただ

くための助成及び貸付金でございます。こ

の決算で言いますと、わずか１件だけの申

請でした。 

 過去を紐解きますと、これは上下水年譜

のほうに記載がございます。ちょうど１７

４ページでございますけれども、これを見

ていただくと、推移としましては、貸し付

け状況、平成２６年から記載されてあって

平成３０年まで年々減少しており一桁台

でございます。水洗化率が向上してきたこ

とによって全体の件数は減ったのかなと

いうふうに、見込んでおります。 

 それから一方で、水洗便所の改造の助成

制度については、改造されている件数は４

７件なんですけれども、平成３０年度で２

３件、１１万５，０００円を支出しており

ます。ですので、無利子無担保とはいえ、

経済的にあまり理由がない方で、貸し付け

までは必要ないという形なのかなと見て

おります。 

 あと、その貸付金の返還の状況でござい

ますけれども、平成３０年度の水洗便所の

貸付金の返還収入でございます。 

 この推移でいきますと、この現年分につ

いては、収入の未済は減少しておりまして、

平成３０年度では、調定額３４万４，２６

０円に対して、収納済額３３万２，５６０

円、未済額１万１，７００円となっており

ます。収納率が９６．６０％となってあり

まして、収納率が高い状況です。 

 過年度分が、これが過去に貸し付けを行

ったものでございまして、滞納繰越額とさ

せてもらっています。それが、平成３０年

度で決算で３２９万２，１３０円ございま

して、そのうち収納済額が１７万９，５６

５円でございます。収納未済額３１１万２，

５６５円という形になっておりまして、こ

れが翌年度の滞納繰越額としてそのまま

残っていくという形になっております。 

 この要因としましては、一つはかなり昔

に、昭和の５４年代から平成の８年あたり

が収納未済がかなり多くて、かなりといい

ますか、各年度大体３０万円弱ぐらいで、

未済がございます。これがほとんどが居所

不明でありましたり、あと、死亡されたり

とか、そういったところの事情もございま

して、なかなか我々、滞納整理に行き詰ま

っておるところでございます。実際には、

お話ができるところには、ご家庭まで行き

まして、何とか回収できるような形で話は

進めておるんですけれども、かなり古い、

昭和５０年代のものについては、そもそも

そこにお住まいでない方もおられたりも

して、苦労しているところでございます。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗委員長 山口部長。 

○山口上下水道部長 渡辺委員のほうか

ら、昨年の第３回定例会一般質問で、暗渠

内カメラ調査のご質問に対しまして、あの

ときに、仕様書の中で、とるべきものをと

ってないんじゃないかと、それはもうその

とおりでございましたので、私はあのとき

の答弁で、ほぼこれはもうそのとおりです

ということを申し上げたわけなんです。 

 今回、あれから、去年からことしにかけ
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まして、仕様書のほうを全面的に見直しま

して、例えば、下請報告書については、契

約書の中で、一括する行為はだめなんだけ

れども、その一部を下請で出す場合につい

ては、甲の書面、つまり私どもの書面によ

る許可を得たらできますよと。その辺も全

然去年、実はしていなかったんですね。そ

の辺の書類も整備をしました。 

 それから、施工体制図と言いますか、や

はりどこの業者が何の業務をやっている

のか、元請の１者で全てできないというよ

うな構造的なものもございますので、工事

も一緒でございますけれども、そのかわり、

工事の施工体制台帳みたいなもの、例えば、

ここの業務についてはＡ株式会社、ここは

Ｂ株式会社、全体管理として、全体構成を

しっかりと元請先である業者が工程管理

をして、それから下請管理をするというこ

とが仕様書にしっかり書かれております。

その中で、前回ご指摘がありました、孫請

というものがありましたが、それがどこが

してるかわかりませんということがでた

と思うんですけれども、もちろん、それで

はやっぱりいけないということで、基本、

その孫請を勧めるというわけではないん

ですけれども、ものによっては必要な部分

が出てくるかもしれませんけれども、やは

りそこは施工管理の問題として、元請業者

にその辺確認するということをきちっと

求めるとともに、我々も元請の責任者です

ね、それと密に協議をしてもらって、工程

管理であるとか、現場がどうなっているか

とか、しっかりと確認して、現場の状況を

しっかり確認する体制に、現在、仕様書の

ほうを改めております。これは余り市のほ

うで、がちがちには縛れないことかもしれ

ませんけれども、不必要といいますか、し

なくてもいい案件、ないしは特に二次下請、

これは、工事であっても、どうしてもやっ

ぱり土木一式でやる以上は、一式を総合管

理するということで、そういう種別でござ

いますので、そこを掘方であったりとか、

配管であったりとか、それらに長けた業者

を使いながらやるというのが、この業界の

通例ではあるんですけれども、今回のこの

業務につきましては、本当に必要な部分は

仕方がないですけど、不必要といいますか、

何でその二次下請に出さなければならな

いのかということについては、仕様書の中

で基本的に禁止、あるいは、もうそれはだ

めですよという話をそこに書いておりま

す。 

○嶋野浩一朗委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 昭和のその当時は、摂津

市全体が必死になってその下水道普及に

努めておったわけですから、当然そういう

形で、早く工事をやってほしいということ

で貸し付けされたんでしょうけれども、た

だ、そのときに回収できなかったというこ

とは、過去のことを言っても仕方ないんで

すけれども、やっぱりこれ、市民の税金で

すからね。そういう点で、回収に対してあ

なた方の対応が非常にまずかったという

ことになります。まあまあそれはもう過去

のことでいいんですけれども、今回こうい

う形で減った。それは、時代の流れとして、

そういう形になっていったというのはわ

かる。 

 それで、一つ問題があるのは、そんな貸

し付けも要らんし、下水道の工事もしたく

ないという家もあったと思われます。そう

いう方々に対しては、どういう対応をされ

ているのか、このことをちょっとお聞きし

たいと思います。 

 それから部長ね、そもそも工事できない

ところが元請でとって、それで下請に流す
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ということ自体に、疑問を感じるんですよ。

というのは、逆に言ったら、ブローカー的

なものになっているんじゃないかという

気がするわけですよね。工事できますとい

うことで、普通はその工事を請け負うわけ

であって、それで細部にわたってちょっと

無理な点とか、また追加でやらなあかんと

いうことに対して、下請に任せるというの

は、これ、物事の道理だと思います、私は。 

 それで、非常にその工事のとり方が不可

解なんですよ。さっき部長もおっしゃった

ように、あえて必要のない二次下請をやっ

とったとか、そういうことが出ること自体、

非常におかしいんですよ。 

 それと、同じような業者がずっとその二

次下請を、永年にわたりその工事をやって

いたとか。それなら、もうそういう工事が

できるなら、そこがとったらええわけじゃ

ないですか。そういうことになるでしょう。 

 だから、もう話の理屈が非常に不可解。

そしたら、その工事をしてもらうために業

者がおるんであって、業者のためにその工

事出してるんかなと思うからね。そういう

ふうに見てしまうわけですよ、その見方に

よっては。単純に見たらそういうふうに見

えるわけです。そういうこと自体を、やっ

ぱり払拭させなあかん。そういうことを思

われる自体も、払拭しなければいけません。 

 当然、業者と行政は、特に地元業者とは、

いざ災害になったときの協力体制は当然

組まなあかん。それなりにやっぱり、お互

いにお互いを求めているというのはわか

るんですけれども、ただ、さっきも言った

ように、市民の税金を使うわけですから、

そういう点で、きちっと説明責任が果たせ

るようにしとかなあかんのが道理じゃな

いかと私は思うんです。 

 できもせんような会社がとって、私らで

きませんので、下請に流しますって、そん

なもん、通らん話ですよ。そういうように

思うでしょう。 

 だから、それをしっかりと是正して、協

力体制は協力体制で尊重せなあかんけど、

説明責任、しっかりできるようにしといて

もらって、その辺をお願いしたいと思いま

す。 

 この２点、もう一遍答弁をお願いします。 

○嶋野浩一朗委員長 竹下課長。 

○竹下下水道事業課長 これからの水洗

化の促進をどう考えているかというご質

問の意味だったと思います。確かに、ここ

数年、水洗化率自身が９５％から、９４．５％

ぐらいを大体横ばいで推移しております。

確かにその分母というのが、行政人口でご

ざいますので、市内の人口の移り変わり、

これによっても変動するものでございま

すけれども、水洗化率の向上を図れていな

いのかなという中で、実際に例えば、悪水

を流されるというんでしょうか、水路へで

す。そういったところの共同住宅のオーナ

ー、こういうところへは、これは環境政策

課と連携をとりまして、我々、早期に公共

下水道、改修してほしいという強いお願い

を毎年数回も行っております。 

 これまでは管理会社を挟んでいたんで

すけれども、実際にオーナーと今年度お会

いしたんです。ただ、改造の費用が高額に

なるという事情で、なかなか取り組んでも

らえないというのが、正直、現状としてご

ざいます。 

 どういう形でこれをやっていけばいい

のか、他市の情報とか聞いていますと、や

はり経済的な理由である。大体、独居の高

齢者の方中心に、なかなか設備を行ってい

ただけない、そういったところもあって、

各市も悩み事になっている中で、過去にや
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ったかもわかりませんが、今後取り組みと

して、市内に地域分けして、そこで未接続

の世帯、こういったところへ直接訪問する

となかなかの手間なんで、文書の投函であ

ったりとか、ローラー作戦みたいな形でや

っていきたい。 

 そこで、反応を起こしはった方には、我

々、その水道、先ほどのその貸付金制度で

あったり、助成金制度、ここのところをし

っかり説明しまして、可能な限り、排水設

備を行ってもらうと、こういう形で、ここ

数年かけて取り組んでまいりたいなと思

っております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗委員長 山口部長。 

○山口上下水道部長 渡辺委員のご質問

にお答えいたします。 

 ごもっともかと思います。今回、仕様書

の見直しは相当やりましたけれども、全て

の事業者ですね。前回の去年の第３回定例

会で申し上げました、酸欠防止責任者を全

ての業者とりなさいというところまでは、

実は至っておりません。それとあと、経過

として、きょうは決算でございますけれど

も、実際にはもう入札を執行いたしました。

どういう形でしたかといいますと、コンサ

ル関係の中での管渠内調査ということで、

市内業者と準市内業者、これは市内９者、

準市内１者だったと思いますけれども、そ

この指名競争入札をかけて、入札をいたし

ました。 

 なかなかこの公共下水道といいますの

は、昭和の６０年代から平成の１０年ごろ

まで、相当集中的にやって、工事も相当、

１日に億単位の工事が、８本も９本も私ど

も入札がございました。何もそれは、今回

その工事が減ったから、業者にその業務を

渡すということではなくして、やはり大事

なのは、もちろん市内業者に対して施工し

てもらうということも大事ですけれども、

現場でのしっかりした指導ですね。もちろ

ん下請を使う、使わない場合もあるでしょ

うけれども、使うとなったら、責任はもっ

と重いわけでございます。ですから、市内

業者の育成という言葉、私ども摂津市、い

ろんな委員会でも、本会議でも使ってまい

りましたけれども、こんなこと言ったら、

多分、周りから怒られるかもしれませんけ

れども、恐らく指名だけを市内業者にする

ということだけでは、市内業者の育成とい

うことに対しましては、少しというか、多

分足りないのかなと思っておりますので、

今回、去年からの改善点がございますけれ

ども、今後にとっては、これまでの経緯も

含めて、しっかりと動きを検討して、一般

行政部局とも、これは意見調整せんといけ

ませんので、我々、契約事務が別個に分か

れておりますけれども、やはり先ほどから

言っております人材の面から言いまして

も、契約事務にたけた人間というのは、そ

こに集めて、いろんな他市の事例とか調べ

てやったほうがいいと思っていますので、

ですからやっぱり、財政課の契約担当とも

しっかりと協議をしながら、いわゆる指名

だけをするのではなくて、それから結局ど

う指導していくんですかというところに

ついて、しっかりと詰めていきたいと思っ

ております。 

○嶋野浩一朗委員長 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 竹下課長ね、非常に苦慮

しているのはわかるんですよ。ある地域で

は悪臭が広がって、本当にいろんな方々が

迷惑されているということ、我々もよく聞

くんですよ。だから、それをどうしようか

と、強制的にできないのはわかるんですけ

れども、大変だと思いますけれども、その
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努力はやっぱり進めていただきたい。何ら

かの手段をやっぱり緩めずにやっていた

だかないと、周辺がもう非常に迷惑してい

る、それだけ要望しておきます。 

 それから、部長ね、私、この前の質問の

中でちょっと最後に言わせていただいた

んですけどね。やっぱりその地元業者を育

てるということ、それは有資格者を保持さ

せることだと思うんです。さまざまな資格

があるじゃないですか。そういう形でその

資格をとってもらう、例えばこの何年以内

に資格をとってもらわなければ、その後は

有資格者を保持する必要があるという条

件をつけること等も、これも地元業者の育

成なんじゃないかと思いますし、当然、地

元業者だから最優先しろとは言いません。

ただ、今言ったように、地元業者を育てる

というんだったら、有資格者を保持させる

というような、正式に胸を張って言えるよ

うな対応をしていただきたい、そのように

要望して、私の質問を終わります。 

○嶋野浩一朗委員長 ほか、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 以上で、質疑を終わ

ります。 

 暫時休憩いたします。 

（午後４時５４分 休憩） 

（午後４時５７分 再開） 

○嶋野浩一朗委員長 再開いたします。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 討論なしと認め、採

決いたします。 

 認定第１号所管分について、認定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 賛成多数。よって、

本件は認定すべきものと決定いたしまし

た。 

 認定第２号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 賛成多数。よって、

本件は認定すべきものと決定いたしまし

た。 

 認定第３号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○嶋野浩一朗委員長 賛成多数。よって、

本件は認定すべきものと決定いたしまし

た。 

 これで、本委員会を閉会いたします。 

（午後４時５７分 閉会） 
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